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1．はじめに  

新医師臨床研修制度は、「努力義務」に過ぎなかった旧医師臨床研修制度における諸問題  

を解決すべく、高齢化社会に伴う医療ニーズの変化を背景として、基本的な診療能力を幅広  

く修得することを目的に、第150回国会参議院国民福祉委員会附帯決議（1）を受け、平成12  

年に医師法等の一部改正し、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令  

（以下「臨床研修省令」）を定めて（2），（3），（4）、平成16年から導入された（5）。  

新制度では、全国の臨床研修プログラムの情報公開がさらに進み、医学部卒業生が、研修  

施設を選択する際の自由度がさらに高まった。多くの研修医が出身大学以外の研修病院で  

研修を行うようになり、大学附属病院と臨床研修病院の研修医数比率が、旧制度で7：3であ  

ったのが、新制度施行後、その比率が5：5（平成21年度は46．8：53．2）を下回る状態が続  

いている（6）。  

研修医の減少は大学病院の医師労働力減少に直結し、残された若手医師は過重労働を余  

儀なくされた。スタッフ確保が困難となった大学は関連病院から中堅医師を引き上げた。これ  

によって地域の病院の空洞化が進行したことより、新医師臨床研修制度は医師の地域偏在  

や地域医療崩壊など、医療における諸問題の顕在化を促進したとも言われている。  

新制度導入に伴う研修医に対する指導医の負担増加とほぼ時期を同じくして、医療費等を  

含む社会保障費の削減政策を背景に、法人化された国立大学病院にも経営指標達成に向け  

た努力が求められたことなどから、他にも多くの複合的要因が重なり、大学、特に地方大学の  

附属病院を取り巻く医療環境はますます厳しさを増し、大学で働く若手医師の労働環境が悪  

化した。  

このような背景のもと、厚生労働省医師分科会医師臨床研修部会では、平成18年12月か  

ら1年間にわたるヒアリングと討議に基づいて平成19年12月に取りまとめた報告書（7）の中  

で、臨床研修の質の改善を重視しつつも、地域医療や医師偏在への影響等、新研修制度の  

「副作用」についても言及しており、この内容に基づき平成20年3月、臨床研修省令の改正が  

行われた（8）。  

次いで平成20年に入り、救急患者のたらい回しや、小児科・産科医の不足問題がマスコミ  

で地域医療崩壊の象徴として取りあげられたことも契機となり、舛添厚生労働大臣は平成20  
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年6月18日に「安心と希望の医療確保ビジョン」（9）を取りまとめた。その中の「1．医療従事者  

の数と役割」において、臨床研修制度の見直しについて言及した。  

上記ビジョンの具体化に関する検討会を経て、平成20年9月、厚生労働省■文部科学省合  

同の「臨床研修制度のあり方等に関する検討会」が立ち上がった。この検討会は計6回の会  

合を開き、有識者8名からのヒアリングを行い、平成21年2月18日に「臨床研修制度等に関  

する意見のとりまとめ」と題する報告書を公表した（10）。この報告書の内容に沿った形で、臨  

床研修制度見直しに基づく厚生労働省令の改正案が作成され、パブリックコメント募集を経た  

後、平成21年5月11日に省令施行通知を改正、平成22年4月開始の臨床研修に適用され  

る運びとなった（11）。  

文部科学省でも、卒後臨床研修制度見直しの動きを受けて、医師の卒前医学教育、卒後臨  

床研修、いわゆる後期研修（専門研修）、大学院教育、生涯教育を担う大学が、これらを一貫  

して見通し改善を図っていくため、「医学教育力リキュラム検討会」を立ち上げ、平成21年2月  

から4月にかけて計7回の会合を行い、その結果を平成21年5月1日に「医師臨床研修制度  

の見直し等を踏まえた医学教育の改善について」と註する報告書に取りまとめた（12）。  

以上のように、新医師臨床研修制度が開始されて以来、医療をめぐる世論や医療を取り巻  

く環境の変化に影響され、制度は数回にわたり部分的な手直しを受けてきた。しかしながら、  

本制度によって、①臨床研修の基本理念に提示しているような医師人材を養成できているの  

か否か、②医療の現状や将来の医療や医学教育のあるべき姿に即した医師人材の養成を行  

っているか否かについて、データの蓄積はいまだ十分とは言えない。したがって、制度を系統  

的に評価・検証するための客観的なデータを蓄積し、その改善に結びつけることが重要であ  

る。（13），（14）．（15）  

以上より、医師臨床研修制度が担うべき将来の良質な医療を支える医師人材育成の原点  

に立ち戻り、現行制度を客観的に評価するためのあり方について考察したうえで、持続的改  

善を目的とした評価のための指標と評価のための方法論を確立することが喫緊の課題となっ  

ている。  

2．目的  

本研究班は、医師臨床研修制度の基本理念および厚生労働省や文部科学省における医師  

臨床研修に関する報告書等の内容を踏まえた上で、法で定める卒後2年間の医師臨床研修  

制度について、省令で定められた5年毎の見直し（16）や年度毎の検証を行うための基礎資料、  
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すなわち医道審議会医師分科会医師臨床研修部会等で、委員が共通の基盤で議論を行うた  

めの、客観的根拠や制度改善のためのたたき台を提供し、評価を含む制度のあり方について  

提言を行うことを目的とする。したがって、制度に対する価値判断を行う事は本研究班の直接  

的な役割ではない。  

研究班の構成  

○主任研究者  

桐野高明  

○分担研究者  

大滝純司  

小川 彰  

北村 聖  

斎藤宣彦  

西澤寛俊  

福井次矢  

山下英俊  

国立国際医療センター総長  

東京医科大学総合診療部教授  

岩手医科大学芋長  

東京大学医学教育国際協力研究センター教授  

日本歯科大学附属病院内科客員教授、前医学教育学会会長  

特別医療法人恵和会西岡病院理事長  

聖路加国際病院院長  

山形大学医学部附属病院院長  

3，方法  

平成21年9月より平成22年3月に班会議を5回開催し、参考人からの情報提供を交えつつ、  

本研究の内容について討議を行い、制度評価の方向性を確認する同時に、試行的な調査等  

を行った。  

第1回班会議（平成21年9月14日）：  

・医師臨床研修制度の現状と本研究班の目的確認（田原克志室長）  

・研究班のあり方についてのブレインストーミング  

第2回班会議（平成21年11月4日）  

・平成21年度研修医マッチングの結果（田原克志医師臨床研修室長）   

■研修病院・研修プログラムの評価（医師臨床研修評価機構：岩崎欒専務理事）   

一大学病院からみた医師臨床研修制度の要改善点（小川・山下分担研究者）  

第3回班会議（平成21年12月17日）   

tオンライン臨床研修評価システム（EPOC）を含む臨床研修の評価について   

（東京医科歯科大学臨床教育研修センター長田中雄二郎教授）   

■平成21年度厚生労働省科学研究費地域医療基盤開発推進研究事業   

「医師の初期臨床研修到達目標達成度評価に関する研究」アンケート調査素案  
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（主任研究者：前日本医学教育学会会長、日本歯科大学内科斎藤宣彦教授）  

第4回班会議（平成22年2月15日）  

・「医師の初期臨床研修到達目標達成度評価に関する研究」アンケート調査中間報告  

・医師臨床研修制度の評価改善等に関連した情報収集・連絡網について  

・報告書取りまとめ骨子についての討議  

第5回班会譲（平成22年3月12日）   

イ医師の初期臨床研修到達目標達成度評価に関する研究」アンケート調査最終報告  

・報告書取りまとめ（案）についての討議  

評価のあり方を検討するにあたって、最初に以下の方針について確認した。  

1）現行医師臨床研修制度の基本理念に基づく検討：  

現行医師臨床研修制度の基本理念、すなわち「臨床研修は、医師が、医師としての人格  

をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を  

認識しつつ 、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、  

基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。」は、しかるべき手続  

きを踏んで慎重な議論を尽くした上で定められた制度の根幹をなす部分であり、これに対す  

る評価を行うことは本研究班のスコープ外であると考えられる。したがって、医師臨床研修  

制度の「基本理念」を本研究班の審議の前提とする。「基本理念」の考え方に沿って、制度  

の各論および平成21年度5月省令施行通知に基づく見直しの内容等が適正であるか否か  

の評価を可能にする方法についての検討を行う。  

2）評価の対象について：  

評価のあり方について検討を行うに際の「評価」については、対象を便宜上以下の3領域  

に分けて行い、取りまとめ役は以下の通りである。  

（1）研修医の到達目標達成度評価：  斎藤宣彦分担研究者  

（2）研修プログラム（研修病院）の評価：  北村 聖分担研究者  

（3）制度それ自体の評価（制度が及ぼす影響等）：桐野高明主任研究者  

なお、上記の（1）については、当研究班の斎藤宣彦分担研究者が主任研究者を務める、  

「医師の初期臨床研修到達目標達成度評価に関する研究」（厚生労働科学研究費補助金  

健康安全確保総合研究分野地域医療基盤開発推進研究）が研究の詳細について担当す  
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ることとした。  

3）評価のあり方に関する基本的な原則：  

評価の結果を今後の初期臨床研修制度を中心とする医師の教育制度に反映させ、制度  

の改善を行うためには、評価のあり方を検討するに当たっては以下のような条件に留意す  

べきである。  

（1）年度を越えて比較ができること  

（2）悉皆性のあること  

（3）客観性のある全体評価（個人や施設の個別評価ではない）であること  

（4）評価疲れに陥ることのない、簡素で効率的な評価であること  

（5）既存データおよび研究成果の活用に留意すること  

（6）諸外国との比較も想定し、評価指標や手法の国際標準やデータ互換を考慮すること  

また、特別の配慮を要することとして、「プライマリ・ケア」という言葉の持つ意味の多様性が挙  

げられる。「プライマリ暮ケア」については、第150回国会参議院国民福祉委員会附帯決議（平成  

12年11月）、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について（い  

わゆる臨床研修に関する省令）の前文等、医師臨床に関係する多くの文書で使われているが、  

語義が不明確である。議論を行う際には、あらかじめ語義の解釈について関係者の中で確認を  

しておくことが必要である。   

以上の原則に基づいて、評価のあり方についての班会議における討議内容、および参考人と  

して情報提供をして頂いた有識者の方々との意見交換を通じて、評価のあり方に関して以下の  

結果（選択肢）および提言内容を得た。  

4．結果および考察  

1）研修医の到達目標達成度評価  

（1）研修到達目標の達成度の評価方法の実態把握：  

現制度の「基本理念」と「臨床研修の到達目標」に沿って2年間の研修成果が適正に   

評価された上で修了認定が行われているか否かについて、臨床研修を行う全ての基   

幹型病院1059カ所のプログラム責任者を対象とした「臨床研修目標到達度評価アン   

ケート」（17）を実施し、現状の把握を行う。この結果より、現在、全国の臨床研修を行っ  
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ている病院における研修医評価の方法ならびに修了認定プロセスの実態が明らかに  

なり、研修医の到達目標の達成度評価の方法、およびそれに基づく2年間の修了認定  

のための評価方法（総括的評価）について、改善のための示唆が得られ、一定のモデ  

ル的基準を示すことも可能となる。  

（2）研修医の基本的診療能力（知識、技術、態度）に関する自己評価：  

「新医師臨床研修制度の評価に関する調査研究」（平成17～19年度厚生労働科学  

研究費補助金）によって報告されている研修医の臨床能力の修得状況、症状・病態の  

経験例数等のデータを参考とし、本研究における評価の対象、手法、限界等を勘案し  

た上で、悉皆性の高い調査としてこれを用い、将来に向けて経年的に観察していく方  

法についても検討する。  

（3）「臨床研修の到達目標」の設定に関する調査：  

臨床研修制度の「基本理念」のもと、制度導入後の医療の変化や研修の実態に応じ   

て、r臨床研修の到達目標」の設定が妥当なものであるか否か、定期的な検証を行うべ   

きである。新医師臨床研修制度導入から今までの実績に基づいて、現場からの声に耳   

を傾けつつ、卒前教育一卒後初期研修一卒後後期研修（専門医研修）一生涯教育を一   

連の流れの中で、初期臨床研修の到達目標の設定が行われているかについて調査を   

行うべきである。例えば、新制度で2年間の研修を修了し、現在後期研修（専門医研修）   

を行っている医師を対象として、自分の経験した初期臨床研修の内容や到達目標の妥  

当性等についての調査を行い、制度を評価するための基礎資料とすることや、卒前臨   

床実習と卒後初期臨床研修の円滑な接続について、卒前のコアカリキュラムと卒後臨  

床研修の到達目標の内容を具体的に比較検討し、両者を併せて到達目標の達成度評  

価を行えるか否か、検討を行うべきである。この際、共用試験（CBT，OSCE）の内容や医   

師国家試験の出題基準の設定ついても配慮することが必要である。また、同一項目で  

あっても、卒前と卒後では到達すべき深さに差があることにも配慮すべきである。さらに、  

経験した症例・手技等について、医師のキャリアを通して記録が保存され、研修の結果   

が統合的に評価できる方法等についても調査および検討を行うべきである。  

（4）オンライン卒後臨床研修評価システム（EPOC）の活用（18）：  

EPOCを活用することによって、理論上、研修医や研修プログラムについての全国規  

模でのリアルタイムのデータ収集が可能であるが（悉皆性の担保が可能）、平成20年  

度における普及率は全研修医の約60％（約5000人）にとどまる。入力操作が煩雑で  

あるとの評価もあり、普及率が伸び悩んでいたが、年々インターフェースの改良が進  
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み、使い勝手が良くなってきた。今後、「臨床研修の到達目標」の見直しによって項目  

数が整理され、一方でEPOCの持続的改良が行われれば、普及率が飛躍的に向上す  

る可能性を秘めている。EPOCでこれまで集積されたデータの一部を、研修医の到達  

目標達成度評価の現状把握に活用し、EPOCと質的評価手法（ポートフがノオやサン  

プリング等）を組み合わせて研修医の評価を行う手法について検討する。また、EPOC  

等、全国すべての臨床研修を行う病院が使用する研修目標到達度評価ツールの普及  

を前提に、現行の「臨床研修の到達目標」の見直し（簡素化を含む）と同時に制度評価  

のための客観的データ収集システムの構築など、到達目標設定と評価システムとをあ  

らかじめ機能的に一体化した制度設計も考えられる。  

2）研修プログラム（研修病院）の評価  

（1）臨床研修を行う病院（研修プログラム）の認証制度と第三者評価：  

現在、基幹型臨床研修病院指定のための外形基準は定められているものの、臨床  

研修の質保証を目的とし、外形基準による評価（ストラクチャー評価）、プロセス評価、  

アウトカム評価とを組み合わせた包括的プログラム評価に基いて、国が臨床研修を行  

う全病院を対象として行う認証制度は存在していない。－一方、第三者評価機構である  

卒後臨床研修評価機構（JCEP）は、On－Site visit（訪問調査）を含む包括的評価を基本  

とした臨床研修病院の認定を行っているが、基幹型の全病院数1，059（平成22年3  

月現在）に対して、平成17年開始以来現在（平成22年3月）まで、76病院の認定を行  

ったに過ぎない（19）。また、JCEPは手挙げ方式で評価受審の病院を募っているが、申  

請病院が臨床研修について比較的意識の高い病院に偏っているのではないかとの指  

摘もある。以上の現状を踏まえた上で、まず、臨床研修を行う病院（プログラム）の最  

低限の質担保のために、認証制度の導入が必要か否か、必要であるとすればどのよ  

うなステップを踏んで導入すべきか、について検討を加える必要がある。現実的な選  

択肢として、現在JCEPの行っている臨床研修病院の評価システムをプロトタイプとし  

て、将来、複数の第三者評価機構のあることを前提にして、全ての臨床研修を行う病  

院が、一定期間内に受審できるような評価内容や評価体制の具体的な検討が必要で  

ある。例えばJCEPの訪問調査を行うサーベイヤーは平成22年3月現在で284名が  

登録されており、平成22年5月にはその数は300名を超えると予想される。サーベイ   

ヤー300人がフルに稼働したと仮定した場合、1年間に約1000件以上の訪問調査  

が可能であると試算されるが、現実的に全基幹型病院（1059病院）の訪問調査を行  

うとした場合、再評価（評価点数に応じて、2年、4年、6年間隔）の頻度を含めてどのく  

らいの期間が必要なのか、サーベイヤーの数はどの程度が必要なのか、いくつかの  
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仮定を設けてシミュレーションを行う事が必要である。上記の臨床研修病院としての評  

価の前提として、日本医療機能評価機構による病院自体の評価も重要視されるべき  

であろう。  

（2）基幹型臨床研修病院の指定基準における病床規模または年間入院患者数によるカット   

オフ値設定について：  

平成21年5月の臨床研修省令の改正によって、基幹型臨床研修病院の指定基準  

の1つとして「年間入院患者数3，000人以上」の項目が加わった。これは、急性期病床  

数約150床以上を有し、標準的な平均在院日数を有する病院ならば指定基準をクリ  

アできることを想定したものである。臨床研修の質を確保するためには、基幹型病院  

の指定基準として、より多い病床数（おおよその目途として、大学病院の最小病床数5  

50床程度）のカットオフ値を設定すべきとの意見がある一方、質の良い研修ができれ  

ば病院の規模にかかわらず臨床研修病院として指定を行うべきとの意見もある。さら  

に、病床数や年間入院患者数をそのまま用いるのではなく、研修医1人あたりの数字  

で計算すべきであるとの指摘もある。しかしながら、臨床研修病院の指定基準におい  

て、病床規模または年間入院患者数を用いたカットオフ値を設けることが妥当か否か、  

もしカットオフ値を設けるのであればどのような客観的根拠に基づいて数値を設定す  

べきなのか、については厳密に検証されていない。したがって今後、基幹型病院の外  

形基準とそこで行われる臨床研修の質との関連等が評価可能となるようなデータの収  

集を行い、それに基づいて基準を設定すべきであると考えられる。  

3）制度それ自体に対する評価（地域医療への影響についての評価も含む）  

（1）初期臨床研修医の全国定員及び都道府県別定員上限を決定する根拠となる指標：  

医学部学年定員数（卒業者数または国家試験合格者数）に対して適正な初期研修医  

の定員（マッチング定員も含む）について、それを決定する根拠となるような客観的デー  

タは何か、検討を行う。都道府県別の研修医定数上限を決めるための根拠と、その根  

拠を導くためのデータの収集方法について考慮する。例えば、3）－（2）に述べた、地域  

医療ニーズをもとに算定する手法等を用いることも考えられる。  

（2）地域医療計画と医師人材育成との連携に対する評価のあり方：  

見直し後の臨床研修省令においては、基幹型病院や大学病院など地域の中核病院  

を中心とした臨床研修病院群の形成を促進しつつ、地域における複数の医療機関が  

連携して人材養成を行うべきであることが強調されている。地域毎の基幹型臨床研修  

病院の必要数や配置、そこにおける専門医（指導医）および後期研修医定員を考慮し  
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た場合の初期研修医定員の適正数などについては、その地域における将来の医療の  

あるべき姿（地域医療ビジョンないしは地域医療計画）を反映した医療機関や医師（専  

門医）の配置を反映したものでなければならず、その地域の医療ニーズアセスメントに  

基づいた医療施設の集中化・重点化政策との整合性について配慮することが求められ  

る。具体的には、地域毎の疾病及び外傷の発生状況等を地図上にデータとして表示し、  

各々の発生地点から医療施設へのアクセス方法（救急医療・待期的医療）を考慮に入  

れた上で、どのように医療機関を配置すべきか、その医療機関にどのくらいの医師（専  

門医）を配置すべきかをまず考慮すべきであろう。その上で、各々の医療機関が受け  

入れる患者数（症例数）と専門医数（すなわち指導医数）に応じて、研修の質を考慮し  

つつ適正な初期または後期研修医定員数を振りわけることが必要である。それらの総  

和として、都道府県別の研修医定員数上限を設定することも考えられる。例えば、地図  

情報システム（G（S：Geographica1．nformation System）の手法を用いて、地図上で医療  

ニーズ、医療機関、医師の配置等の情報を表示し、相互の関連を機能面から視覚化す  

ることによって、研修医を含む医師の最適配置のシミュレーションを行う事なども可能で  

ある。なお、厚生労働省が3年毎に行う医療施設調査（静態調査）（21）から抽出された  

病院データについても、当研究班として法令に基づく情報提供の申請書を提出したうえ  

で、より詳細な情報の提供を受けその活用を考慮すべきである。さらに、急性疾患に関  

しては、各地域のDPC病院でのICDコーディングに基づいたデータの蓄積があり、これ  

らを各地域の医療ニーズの評価に反映することも考えられる。  

（3）医師の地域別、専門分野別分布が明確となるような人材データベースの構築：  

新医師臨床研修制度によって若手医師の大学離れが促進され、大学関連病院のス   

タッフ確保が困難となったことより、医師の地域偏在や地域医療崩壊など、医療におけ   

る諸問題の顕在化を促進したとされるが、新制度導入後に初期研修医数が増えた大   

学や地域も多くあり、そのような地域であっても卒後3年目以降の若手医師の地域定   

着率は低く、これが地域医療の担い手の減少を引き起こしている事例も多い。また、現   

在の地方大学医学部入学者は都会の高校出身者が多く、初期臨床研修を修了し、将   

来の就職先を想定しつつ後期研修プログラムを選択した場合、自分の出身地にUター   

ンすることが多く、これが卒後3年目以降の若手医師の地方大学離れの一因になって   

いると言われる。しかしながら、これらの現象を裏付ける全国規模の客観的データは不   

足している。したがって、医師臨床研修制度の地域医療への影響を評価し、効果的な   

介入を行うために、厚生労働省が2年毎に行っている医師・歯科医師1薬剤師調査（い   

わゆる三師調査）（20）の結果も活用しつつ、初期研修2年修了後、卒後3年目以降（後   

期研修または専門医研修以降）の医師の地域分布、専門分野別（日本専門医制評価・   

認定機構の「基本領域」およぴ「SubspeciaIty領域」に準拠）研修状況について、全国規  
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模で把握できるよう、また医籍番号に基づいた個人毎の情報が経時的に把握できるよ  

う、確度の高い医師人材データベースを構築することが必要である。この場合、個人情  

報の取扱いに対する配慮をどのように行うかについての検討が必須である。  

（4）初期臨床研修制度以外にも複合的な要因が関与している問題の評価：  

地域医療に従事する医師が減少している問題、基礎医学者が減少している問題（特   

に法医学、解剖学、病理学の3分野）等については、医師臨床研修制度の他にも複合   

的な要因が絡み合っており、根本原因を解明することは容易ではない。例えば3）－（1）   

のような手法を用いて、実態を把握するための正確なデータを収集したうえで、因果関   

係がより明確となるような評価項目、手法を選択して評価を行うことが必要である。  

4）初期臨床研修制度の評価のあり方に関する研究を可能とする体制の構築と試行的データ‥  

平成21年度研究の一環として、以下の予備的および試行的情報の収集・整理・分析を行っ  

た。  

（1）臨床研修を行う病院からの迅速かつ効率的な情報収集システムの整備：  

臨床研修を行う病院で日々研修医に接し、指導やマネジメントの責務を負う担当者か   

ら、臨床研修現場の実態を正確に反映する情報を得て、制度の評価を行うことは、制   

度の目指すべき方向を設定するために欠くことができない。これを実現するため、研修   

プログラムを主催する基幹型臨床研修病院の①院長、②研修管理委員長、③プログラ   

ム責任者、④事務担当責任者の了解を得て、これら責任者へ直接連絡可能な電子メ   

ールや電話番号を登録して頂いた。今後当研究班の活動を行う上で、この情報ネット   

ワークを駆使して効率よく情報を収集し、制度評価に役立てる予定である。  

（2）臨床研修を行う病院等に関する地理情報システム構築に向けての基本情報の入力：  

基本情報として厚労省医師臨床研修推進室がマイクロソフトエクセルに取りまとめた   

全国の基幹型臨床研修病院1，059カ所のデータを用いた。住所等から割り出した位置   

データ、都道府県、ニ次医療圏、設置主体、病床数（科目別）、研修医定員、研修医実   

員等について、を全国版電子地図上（縮尺は任意に設定可能）に表示した。地図情報   

システム（GtS：GeographicaltnformationSystem）のPCソフトウェアとしては、世界で最も   

広く用いられているESRZ社の“ArcGIS”をベースとして開発された、PASCO社の”   

MarketPlanner”を用いた。GISを利用したデータ提示・解析の例として、地図上で、（1）   

臨床研修を行う病院の位置の表示、（2）左記に加えて、病院毎の研修医実員／研修   

医定員のパイグラフによる表示、（3）ニ次医療圏毎の人口十万人あたりの研修医数を  
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地図上に色分けして表示するなど、初歩的な表示・解析を試みた。今後、臨床研修を  

行う病院に関するより詳細なデータの入力及び分析、例えば、各地域における診療所  

を含む全ての医療機関の位置情事艮、傷病発生状況、専門医の分布、さらにはカーナビ  

データベース等を応用した傷病発生地点から医療機関への到達時間を表示するアク  

セスマップなど、地域医療の機能的側面を考慮した医療資源（施設・人材等）の最適配  

置をシミュレーションすることが可能である。本法は、専門医制度の改善において、専  

門医の質の向上を一義的に考えつつも、同時に専門医の2つの偏在問題（地域偏在お  

よび診療科偏在）についても効果的な対応を行おうとする場合、地域における専門医  

の配置を可視化できることより、医療政策上きわめて有用である。  

5．平成22年度の研究に向けて   

以上の結果より、当研究班としての評価のあり方を検討する項目について多くの選択肢が示  

された。しかしながら、すべての項目について、当研究班で評価の実際を行う事は不可能であ  

る。したがって、当研究班の平成22年度の活動として、今まで示された選択肢のうち、（1）重  

要性の高いもの、（2）緊急性の高いもの、についてリストアップして当研究班としての優先順  

位を設定し、評価の主体、対象、目的、具体的方法を明確にした上で、先行モデル的に取り組  

むことが望ましい。このような考え方に従って、平成22年度においてはまず、以下のような調  

査・研究を優先的に行うべきであろう。  

（1）初期臨床研修を修了した医師に対するアンケート調査：  

新制度における初期臨床研修を修了した医師（卒後4～5年、既に専門医を取得した者   

も含む）を対象として、自分が受けた臨床研修プログラム（在籍した臨床研修病院）が良   

かったか否か、様々な角度より設問を設定し、アンケート調査を行う。その結果を、臨床   

研修病院の病床規模、大学・非大学、地域別、専門診療科別、男女別、年次別等で分析   

し、評価を行う。さらに、同じ対象者において、初期研修を振り返って、「専門とする分野に   

かかわらず重要と考えられる卒後2年間で研修すべき内容」を調査した結果に基づいた   

評価を行い、現行の「臨床研修の到達目標」の運用並びに将来の見直しの基礎資料とす   

る。なお、このアンケート調査については、当研究班（厚労省）と全国医学部長病院長会   

言義が内容について予め調整した上で共同実施することが望ましい。  

（2）基幹型病院の指定基準強化に関連した調査：  

今回の制度見直しによって、基幹型病院の導入とともにその指定基準が強化され、r年   

間入院患者数3．000人以上」の項目が加わった。これに伴い、小規模の臨床研修病院に   

よっては、研修医を継続的に受け入れているにもかかわらず、今後基幹型臨床研修病院  
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として研修医を募集することができなくなる可能性がある。一方、病床数や年間入院患者  

数など、病院の規模とそこで行われる臨床研修の質の間に相関があるか否かについて  

の客観的な根拠は乏しい。したがって、今年度研究の一環として、臨床研修評価に関す  

るNPO、例えばJCEP（卒後臨床研修評価機構）サーベイヤーの協力を得て、外形基準上  

取消に相当する小規模病院を含むいくつかの臨床研修を行う病院への実地調査を行い、  

そこにおける臨床研修の体制について系統的な評価を行う。また、このような実地調査を  

通じて、全国の臨床研修プログラムを対象とした認証制度を前提とした評価のあり方につ  

いても検討を行う。また、全てめ臨床研修を行う病院を対象として、研修期間中に実際に  

経験した研修医1人あたりの症例数および指導医数に関する調査を行い、病床規模や年  

間入院患者数との関連についても調査を行う。  

（3）医師人材養成と地域医療に係る地図情報システム（GIS）のデータ整備＝  

初期臨床研修医および初期臨床研修修了後の後期研修医について、その所在を地図   

上で把握するように情報を整備する。初期研修医のみならず、後期研修に影響する専門   

医制度改革に関連した2つの医師の偏在問題（診療科・地域）に着目して、診療科目別の   

後期研修医（卒後3年目以降）の地域分布についての情報を収集し、これを地図上で視   

覚化することによって、専門医プログラムの定員設定レベルで専門医の地域偏在是正が   

可能か否か、検討を行う。また、三師調査および医療施設調査の結果や、地域毎の保険   

医登録およぴDPCデータを基礎として行う専門医の最適な配置に関するシミュレーション   

方法についても、GISを用いたモデル的な検討を行う。  

（4）コンピュータを用いた全国規模の卒後臨床研修評価システムの検討：  

表記のシステムを用いて、研修医及び研修プログラムに関する全国規模でのリアルタイ   

ムのデータ収集が可能であるか否かの検討を、EPOCをモデルとして行う。特に、今秋に   

導入される簡易型EPOC（minimum EPOC）について、全国規模での研修病院網羅的なデ   

ータ解析が可能か、EPOCとポートフォリオやサンプリングなど、質的評価方法との組合   

せで効果的な研修医の評価が可能か否か、検討を行う。  

以上  
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‡資料2t  

臨床研修制度に対する評価の進め方について（案）  

1 基本方針   

○ 次回の制度見直しに向けて、医道審議会医師臨床研修部会（以下「研   

修部会」）において、臨床研修制度に対する総合的な評価を行う。   

○ 評価を行うに当たっては、研修部会と別にワーキンググループ（以下   

「WG」）を開催して、臨床研修の実施状況や地域医療への影響などに関   

する実態を把握し、論点を整理する。  

2 評価項目（主なもの）   

O 「臨床研修制度のあり方等に関する検討会」の意見のとりまとめ（平   

成21年2月18日）で指摘された諸課題、これまでの研修部会での議論   
等を踏まえ、主な評価項目は、以下（1）～（4）のとおり。   

（1）制度の運用状況に関する評価   

① 研修医の基本的な診療能力  

例：到達＝標び）達成度、経験症例数、修得能力   

（診 受入病院の指導・管理体制  

例：指や医、プ11グラムLl汀仁君鼻、研修常理委＝会、研修l来〝）評価   

③ 受入病院の研修プログラム  

例：研修料Il（必修、選択必修、選択）、研修期閃、病睨鮮の形成   

④ 受入病院における研修医の処遇  

例：給J上 汁余保険、勤務時I吊   

⑤ 臨床研修の修了状況  

例：イi朋宴〝）修」′・木修r、研修〝）中断・再開   

⑥ 募集定員及び研修医の分布  

例：地域別の分布、病院の規頗・種㈲抑け）分布、マッチング   

（2）制度の導入による影響に関する評価   

① 研修医のキャリア形成た与えた影響  
例：医師の進路（．診療科、地域、大学病院・車中痛陽、域礎医ヤ：）   

（多 地域医療に与えた影響  

伊巨人′、封柳甘の医師派造機能、医師の診植村偏／I三・地域偏／i三  

／   



（3）関連する医学教育の実施状況の把握   

① 卒前教育の状況  
例：共用試験（CBT、OSCE）、臨床実習   

② 生涯教育の状況  
例：学会認定の専l二Ilj医研修  

（4）制度そのものに対する評価   

○（1）～（3）を踏まえた総合的な評価  
例：基本理念、到達11標、研修期削、臨床研修病院の指定基準、  

研修プログラムの基準、募集定日の設定方法  

3 実態把握の方法（主なもの）  

（1）臨床研修、地域医療に関する統計データの活用  
例：研修一外の受入尖緋、医師・僻村医師・薬剤師朋香  

（2）ヒアリング、アンケート調査  

○対象昔：研修医、臨沫研修修j′肴、指尊医、プログラムLlそ什宵、  

病l；完k、人′、神主′’告知k、l姑聴聞係川休 勺芋  

○朋査∫則I：研修けミの進路、指尊を受けた舶；完・研修び）内ノ糾こ対する．甘価、  

研修l畑〃意欲、研修l来に対する．㌢川】】i写  

（3）臨床研修病院への訪問調査  
○対象病障∴トとして小別校のJlち幹哩l塩床研修病院（闇止する協力ノ捌榔完を含む）  

○調査項1I臨休耕修の実施体制、到遵＝標の速成状況 等  

（4）関係団体が実施する調査  

4 WGの開催   
○ 臨床研修の実施状況や地域医療への影響などに関する実態を把握し、  

論点を整理するため、研修部会とは別にWGを開催する。   

O WGでは、必要な評価項目を適宜追加し、実態把握や論点整理を行っ  

た結果について、研修部会に報告する。   

O WGは有識者10名程度で構成し、年数回開催する。  

5 次回の制度見直しに向けたスケジュール  
、1旬長22隼10月頃  

、軌丈24隼中をIl途  

、杓戒25隼申をl！途  

WGを榊催  

WGでの検．i寸結果を研修部会に報ハ  

研修湘会において、臨床研修制度に対する総合的な評価を  

子fい、制度全般の見り●！二しを検－i寸  

見直し後の制度に基づいて、、杓戒27隼度からl紬木棚修を  

受ける研修lウミを特集  

・、杓戒26隼1ノj以降  

｝   



参考資料1  

臨床研修修了者アンケートについて  

1 調査目的  

○臨床研修の実態を把握するとともに、医師不足の対策を講  

じるための基礎資料を得るため臨床研修修了者アンケート  

を実施  

2 調査対象  

○臨床研修を修了するすべての医師  
＊以下2学年について実施  

一平成19年度開始研修医（平成21年3月修了）  
・平成20年度開始研修医（平成22年3月修了）  

3 調査期間  
毎年3月1日～同年4月30日  

4 調査内容  

○卒業大学、出身地、研修病院の場所一種別、研修した診療  

科、修了後の勤務地・診療科等、研修内容および研修後の  
進路に関する質問（詳細は別紙質問票を参照）  

5 実施主体  
厚生労働省医政局、各地方厚生局を通じて実施  

6 調査方法  

○厚生労働省より、各臨床研修病院および大学病院に対して、  

アンケート用紙を送付。  

○研修了者が記入して、各病院事務局を経由して各地方厚  

生局に提出  

7 調査の結果  

○調査結果の概要については公表を予定   



臨床研修修了者アンケート く質問票）  

このアンケート調査は、臨床研修を♯了した医師の進路に対するお考えを把握し、政策に反映させるため、  

厚生労働省が実施する調査です。調査の趣旨をご理解いただき、ご協力下さいますようお願いいたします。  

※ 回答用紙のみを回収しますので、全て別紙回答欄にご記入下さい。  

間7 あなたが臨床研♯を行った病院を選んだ理由についてあてはまるもの全てを選択しその番号をお答え下さい  

く複数回答可）。  

Ol臨床研修のプログラムが充実  

03 臨床研修修了後の研修が充実  

05 他病院とのネットワークt連携が豊富  

07 臨床研修後の進路やキャリアが比較的自由  

00 指導体制が充実  

11著名な医師や高い業績のある医師がいる  

13 処遇・待遇（給与）が良い  

15 高度な技術や知識を習得できる  

1了 様々な診療科■部門で／くランス良い経験を積める  

相 伝統や実績がある  

21先輩等の評判が良い  

23 学生時代の住居に近い  

25 交通の便がよい  

27 出身大学だから  

29 奨学金をもらっていた（もらう予定がある）  

02 臨床研修の理念に賛同  

鋸 大学院博士課程のプログラムが充実  

06 臨床研修後の進路やキャリアを考えて有利  

08 様々な病院を種験したい  

10 熱心な指導医が在職  

12 病院の施設・設備が充実  

14 多くの症例を樟験できる  

16 プライマリ・ケアに関する能力を修得できる  

柑 ホームページやパンフレットの情報が充実  

20 優れた研修医が集まっている  

22 実家に近い  

24 大都市圏である  

26 雑用が少ない  

28 友人や恋人、先輩が在職している（在職する予定）  

罰 特になし   



間9 あなたが臨床研修で実際にローテートしたプログラムについてお答えください。  

（別紙：診療科または基礎系の分野の一覧をご参照の上、該当する番号とその研修を行った期間及び病院の所在地  

（都道府県）をローテートした順番に回答用紙にご記入下さい。）  

※ 研修開始前のオリエンテーションの期間は、その直後にローテートした診療科に含めてください。  

※1ケ月未満は小数で表してください。（例 2週間＝0．5か月）  

※ 記載されたすべてのプログラムの期間を合計すると、24ケ月を超えるかどうかをご確認ください。  

※ 研修を行った病院の所在地（都道府県）は、都道府県の一覧をご参照の上、回答用紙に該当する都道府県番号   

をご記入下さい。  

間12 問10と間11の回答が異なる場合だけ回答ください。  

昏床研修抑二希望していた診療科または基礎系の分野が研修後に変わった理由について当てはまるもの全  

てを選択してください（複数回答可）。  

01間10の診療科よりも間Ilの方に魅力を感じる  

03 適性・才能がない  

05 やりがいが見いだせない  

07 人間関係に疲弊  

09 精神的にきつい  

11拘束時間が長い  

13 労働時間に比べ七給与が少ない  

15 優れた指導者がいない（または転出してしまった）  

17 学問的な興味を失った  

19 将来的に専門性を維持しづらい  

21希望者が多いため独立・開業が困難  

23 考蛙・開業までに時間がかかる  

25 結婚・出産の時期が遅くなる  

02 研修開始前には間11が未定だった  

糾 仕事の内容が想像と違った  

06 なんとなく相性が合わない  

瀾 体力的にきつい  

10 患者・患者家族とのトラブルが多い  

12 突然呼び出されることが多い  

14 希望者が少ないため待遇改善の見込みがない  

16 研修施設・設備が充実していない  

柑 医学博士号や専門医資格が取りづらい  

20 希望者が多いため経験が積めない  

22 訴訟となるリスクが高い  

24 独立・開業に多額の授資が必要  

26 恋人■家族の希望  

2   



問14 間11の回答について伺います。あなたが将来もっとも従事したい棚科または基礎系の分野を選択した理  

由について当てはまるもの全てを選択してください（複数回答可）。  

01適性・才能があると感じた  

03 なんとなく相性が合う  

05 平日に研究日がとれる  

07 勤務時間外に呼び出されることが少ない  

00 労働時間が長いがその分給与が高い  

11学問的に興味がある  

13 専門性を維持しやすい  

15 先輩や教授に誘われた  

1了 親や親戚がその診療科で開業している  

19 出産・育児休暇後に復帰が容易である  

21恋人・家族の希望  

02 やりがいがある  

糾 患者・患者家族からの借頼を得やすい  

肪 当直回数が少ない  

鳩 労働時間に比べて給与が高い  

10 優れた指導者がいる  

12 医学博士号や専門医資格がとりやすい  

14 訴訟のリスクが低い  

16 独立一間葉しやすい  

18 親や親戚がその診療科・分野に従事（開業除く）  

20 出産・育児休暇がとりやすい  

間15 臨床研修修了後の研修の場・勤務先をどのように決めますか。（選択肢の番号を1つお答えください）  

01情報を集めて自分で探す  02 大学から紹介してもらう  

03 大学以外の施設から紹介してもらう  糾 その他  

問18 臨床研修修了後の研修の穣一勤務先として、勤務を希望する病院を選んだ理由についてあてはまるもの全て  

を選択しその番号をお答え下さい（複数回答可）。  

01臨床研修修了後の研修プログラムが優れている  

03 病院の施設・設備が充実  

D5 国公立の病院である  

07 平日に研究日が取れる  

09 当直明けに休みが取れる  

11労働時間に比べて給与が高い  

13 超過勤務手当がきちんと支払われる  

15 臨床研究が優れている  

17 医学博士号が取れる  

19 出産・育児休暇がとりやすい  

21出身地である  

23 大都市圏である  

25 子供の教育を考えた  

27 先輩医師からの紹介  

02 優れた指導者がいる  

糾 臨床研修を受けた病院である  

掘 出身大学である  

餓 当直回数が少ない  

10 勤務時間外に呼び出されることが少ない  

12 労働時間が長いがその分給与が高い  

14 福利厚生が充実している  

16 専門医取得につながる  

18 へき地医療への情熱  

20 出産一育児休暇後に復帰が容易である  

22 実家に近い  

24 配偶者の居住地・勤務地である  

26 恋人・家族の希望  

28 大学からの派遣   



問毘 間21において「01条件が合え恥」と回答された方に伺います。  

仮に、あなたが医師不足地域の医柑こ従事するとしたら、主にどのような条件が必要ですか。あてはまるも  

の全てを選択しその番号をお答え下さい（複数回答可）。  

01臨床研修中である  

03 専門医取得後である  

05 一定の期間に限定されている  

07 先端医療を修得する機会がある  

09 地域の中核病院である  

11病院の施設・設備が整っている  

13 自分と交代できる医師がいる  

15 給与がよい  

17 配偶者が就業できる  

19 配偶者の同意がある  

21現在の生涌闇払＼ら近い  

23 出身地である  

25 奨学金を受けられる  

02 臨床研修修了後の研修中である  

掴 定年退職後である  

鵬 地域医療に従事した後に留学できる  

08 サバティカル（一定期間勤務後の長期的な休暇）がある  

10 入院のない小規模の診療所である  

12 他病院とのネットワーク・連携がある  

14 事前に地域医療に従事する研修期間がある  

16 子どもの教育環境が整備されている  

柑 居住環境が整備されている  

20 単身赴任の生活費や親族のもとへの交通費の補助がある  

22 介護等のために、親族のもとへ短時間で移動できる  

24 実家に近い  

26 臨床能力を高めるための充実したプログラムがある  

設問は以上です。ご協力ありがとうございました。   



別紙  

医学部の一覧  

＜国立大学法人等＞  22  三重大学医学部   ＜公立大学・公立大学法人＞   73  東邦大学医学部   

01  北海道大学医学部   23  滋賀医科大学   51  札幌医科大学   74  日本大学医学部   

02  旭川医科大学   24  京都大学医学部   52  福島県立医科大学医学部  75  日本医科大学   

03  弘前大学医学部   25  大阪大学医学恥   53  横浜市立大学医学部   76 北里大学医学部   

04  東北大学医学部   26  神戸大学医学部   54  名古屋市立大学医学部  77  東海大学医学部   

05  秋田大学医学部   27  鳥取大学医学部   55  京都府立医科大学   78  聖マリアンナ医科大学   

06  山形大学医学部   28   
島根大学医学部  

（島根医科大学）   

56  大阪市立大学医学部   79  金沢医科大学   

07  筑波大学医学群   29  岡山大学医学部   57  奈良県立医科大学   80  愛知医科大学   

藤田保健衛生大学医学  

08  群馬大学医学部   30  広島大学医学部   58  和歌山県立医科大学   81   部偏田 苧、  

名古屋保健衛生大学）   

09  防衛医科大学校   31  山口大学医学部   ＜私立大学＞  82  大阪医科大学   

10  千葉大学医学部   32  徳島大学医学部   61  岩手医科大学   83  関西医科大学   

皿  東京大学医学部   33  香川大学医学部   62  自治医科大学   84  近畿大学医学部   

12  東京医科歯科大学医学部  34  愛媛大学医学部   63  棉協医科大学   85  兵庫医科大学   

13  新潟大学医学部   35  高知大学医学部   64  埼玉医科大学   86  川崎医科大学   

14   
富山大学医学部  

36  九州大学医学部   
（富山医科薬科大学）  

65  杏林大学医学部   87  久留米大学医学部   

15  金沢大学医学部   37  佐賀大学医学部   66  慶應義塾大学医学部   88  福岡大学医学部   

16   
福井大学医学部  

38  長崎大学医学部   67  順天堂大学医学部   
（福井医科大学）  

89  産業医科大学   

17   
山梨大学医学部  

39  熊本大学医学部   
（山梨医科大学）  

68  昭和大学医学部   くその他＞   

18  信州大学医学部   40  大分大学医学部   69  帝京大学医学部   98  認定及び予備試験   

19  岐阜大学医学部   41   
宮崎大学医学酢  

70  東京医科大学  
（宮崎医科大学）  

20  浜松医科大学   42  鹿児島大学医学部   71  東京慈意会医科大学  

21  名古屋大学医学部   43  琉球大学医学部   72  東京女子医科大学  



都道府県の一覧  

01  北海道   13  東京都   25  滋賀県   37  香川県   

02  青森県   14  神奈川県   26  京都府   38  愛媛県   

03  岩手県   15  新潟県   27  大阪府   39  高知県   

04  宮城県   16  富山県   28  兵庫県   40  福岡県   

05  秋田県   17  石川県   29  奈良県   41  佐賀県   

06  山形県   1B  福井県   30  和歌山県   42  長崎県   

07  福島県   19  山梨県   31  鳥取県   43  熊本県   

08  茨城県   20  長野県   32  島根県   44  大分県   

09  栃木県   21  岐阜県   33  岡山県   45  宮崎県   

10  群馬県   22  静岡県   34  広島県   46  鹿児島県   

皿  埼玉県   23  愛知県   35  山口県   47  沖縄県   

12  千葉県   24  三重県   36  徳島県   48  海外   

診療科または基礎系の分野の一覧  

01  内 科   皿  リウマチ科   21  消化器外科   31  産婦人科   

02  呼畷器内科   12  感染症内科   22  泌尿器科   32  産 科   

03  循環器内科   13  小児科   23  月工門外科   33  婦人科   

04  消化器内科（胃腸内科）  14  精神科   24  脳神経外科   34  lルゼリテーション科   

05  腎臓内科   15  心療内科   25  整形外科   35  放射線科   

06  神経内科   16  外 科   26  形成外科   36  麻酔科   

07  糖尿病内科（代謝内科）  17  呼吸器外科   27  美容外科   37  病理診断料   

08  血液内科   18  心馳嶋別科   28  眼 科   38  臨床検査料   

09  皮膚科   19  乳腺外科   29  耳1いんこう科   39  救急科   

10  アレルギー科   20  気管食道外科   30  小児外科   40  総合診療（科）   

41  解剖学   44  薬理学   47  微生物学   50  行政機関   

42  生理学   45  病理学   48  寄生虫学   60  地域保健・医療   

43  生化学   46  法医学   49   
衛生学・公衆衛生学  

（国際保健含む）   
99  未  定   

6   



医籍番号   性   氏名   婚姻  子の数   生年月日  

男  未婚  

女  既婚   人   
昭和  年  月  日   

研修プログラム番号   研修期間   
中断の  

有無   
中断期間  

平成 年 月  日   平成 年 月 日  

～平成 年 月  日  有・無               ～平成 年 月 日   

問1   間2   問3   問4   問5   問6  

間7  閏8  

間9   

順番  診療科  期間（か月）  病院の所在地  順番  診療科  期間（か月）  病院の所在地   

9  

2  10  

3  

4  12  

5  13  

6  川  

7  15  

8  16  

間10  間11   問12  間13  

間14  間15  問16  間17  

間18  間19  問20  問21  

間22   



参考資料2  

平成22年2月18日医道審議会医師分科会医師臨床研修部会意見とりまとめ  

平成23年度の臨床研修における対応等について  

Ⅰ23年度の臨床研修への対応について  

1 当面の取扱い（激変緩和措置）への対応について  

（1）基幹型臨床研修病院の指定について   

○ 激変緩和措置については、基幹型臨床研修病院が新しい基準を満  

たすための猶予期間として24年度から研修を始める研修医の募集  

まで継続した後、廃止する。   

○ ただし、過去3年間に研修医の受入実績がない基幹型臨床研修病院  

については、激変緩和措置を適用しない（。  

（参考：、111rl匪吸収い）  

新たな指定状準をナl；l：iたさない状幹里臨沫研修病院は、・定の条件の卜で  

22隼度末まで指定を継続する 

（2）小児科・産科プログラムの作成について   

○ 必置となっている当該プログラムの定員4名分を、病院の定員に別  

途加算する取扱いとする。，   

○ この取扱いに伴い、激変緩和措置は不要となるため廃止する。，  

（参考：、1用i〝川文扱い）  

小兄科又ほ席料の刷昭り旬グラムぴ）いずれか（定＝2名以仁）を．設けることで  

ノ上し支えないとする。（定＝20†，以hけ研修病睨）  

（3）病院の募集定員について   

0 23年度の研修については激変緩和措置を継続し、その後の取扱い  

は、研修の実施状況、地域医療への影響等を評価して定める。   

○ ただし、激変緩和措置については、次回の制度の見直しまでに廃止  

する。  
（参考：、一律由）取扱い）  

臨床研修病院の募集定日ほ2川二度研修の内定宵（マッチ肴）の実損を勘案する。  

（22咋3‖末までの取扱い）   



（4）都道府県別の募集定員の上限について   

O 「（3）病院の募集定員について」と同様の取扱いとする。  
（参考：当面の取扱い）  

都道府県の募集定員の上限の値は、各都道府県の研修医受入実績から10％以上  

削減しない。  

2 臨床研修病院群の形成の促進について   

○ 地域における臨床研修病院群の形成を促進するため、病院の募集定員   

については、研修医の受入実績、医師派遣等を勘案した定員を基本とし、   

都道府県の定員の上限の範囲内で、都道府県において、研修医の受入実   

績や地域の実情等を勘案して調整ができるようにする。このような募集   

定員の調整を含め、地域において臨床研修の内容を検討する場の設置を  

促進する。   

○ このため、一定の割合までは無条件に増員できるという現行の取扱い  

は廃止する。   
（参考二現けの取扱い）  

規則として、各三相；完は、AXIう／Cを超えない範囲で椚＝ができる 

＊ A（遇ム：川用り仲之人′夫結び）最人情＋I項姉娘追加策）  

×Ii（榔道府り．け）＝服仙）／し：（希・や定＝の合．汁）  

3 著しく高級な給与を支払っている場合の補助金の取扱いについて   

○ 研修医に決まって支払われる給与（当直手当等を除く）が、一定額   

（年額720万円）を超える場合は、病院に対する補助金を一定程度   

減額する。   

○ この取扱いは23年度の研修から適用する。  

Ⅱ次回の制度見直しに向けた取組みについて  

○ これまでの臨床研修の成果を評価し、臨床研修病院の指定基準（新規   

入院患者数、救急医療の実施等）を含め、制度全般の見直しに向けた検   

討に着手する。  

○ 具体的には、研修医に対する評価、病院・プログラムに対する評価、   

地域医療に与える影響等について、どのように評価を行うかを含め、本   

部会において、平成22年度以降、継続的に検討を行い、必要な対応を   

行う。   



参考資料3  

臨床研修制度等に関する意見のとりまとめ  

平成21年2月18日  

臨床研修制度のあり方等に関する検討会   



目次  
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・5   

1 はじめに・  

2 臨床研修制度導入以降の状況・t・・・‥  

3 制度の見直しに当たっての基本的な考え方t  

4 臨床研修制度等の見直しの方向・・・・‥  

5 おわりに  

参考資料1 主な意見・  

2 構成員・・  

3 検討経過・  



1 はじめに   

本検討会は、厚生労働省の「安全と希望の医療確保ビジョン」具体化に   

関する検討会の中間とりまとめ（平成20年9月）に基づき、医師の臨床   

研修制度等のあり方について検討を行うことを目的として、平成20年9   

月8日に第1回の会合を開催した。   

以降、関係者からのヒアリング、研修医等に対するアンケート、さらに   

関係団体からの意見等を参考に、計6回にわたる会合を重ねてきたが、今   

般、臨床研修制度等の見直しについて意見をとりまとめた。   

文部科学省及び厚生労働省においては、引き続き十分な連携を図りなが   

ら、 本検討会で出された様々な意見を真蟄に受けとめ、以下のとりまとめ   

に沿って臨床研修制度等を速やかに見直すことを要請する。  

2 臨床研修制度導入以降の状況  

医師の臨床研修制度は、より良い医師の育成を図るために、「医師として   

の人格のかん養とプライマリ・ケアの基本的な診療能力の修得」を基本理   

念として、平成16年度に義務化された。制度導入から5年を経て、以下   
のような様々な状況が見られる。  

（1）制度導入以降、多くの病院で研修医の受入れ・指導の経験が積まれ、  

そのノウ・ハウが蓄積・共有化されてきている。今後、各病院が蓄積さ   

れたノウ・ハウをベースに病院の個性や指導上の工夫を活かした特色あ  

る研修を展開していく上で、国が定める研修プログラムの基準の見直し  

が求められている。  

（2）複数の診療科をローテートすることで、研修医の基本的な診療能力に   

一定の向上が見られるなど、全体として制度の基本理念が実現されつつ  

ある。他方、将来のキャ リア等に関わらず多くの診療科での短期間の研   

修が一律に行われることで、研修医のモチベーションを損なったり、専   

門医等の多様なキャリアパスへの円滑な接続の妨げとなる場合がある。  

（3）平成13年度に全国の医学部共通のコア・カリキュラムが公表され、  

また、平成17年度からいわゆる共用試験（CBT＊1、OSCE＊u）が実施される   

など、医学部教育の見直しが大幅に進展した。一方、こうした医学部教   

育改革の動向と臨床研修制度が十分に連動しておらず、双方の教育・研   

修内容の間で調整が必要となっている。  
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（4）現行制度の下で、研修医と受入病院との間での全国的なマッチング・   

システムが導入されたことにともなって、研修医の受入病院の数が飛躍   

的に増加し、研修医を受け入れた病院の活性化に貢献した。他方、受入   

病院の指導体制等に格差が生じており、臨床研修の質の一層の向上が求   

められている。  

（5）臨床研修制度の導入以降、大学病院において臨床研修を受ける医師が   

大幅に減少し、また、専門の診療科を決定することが遅れたことも影響   

して、大学病院の若手医師が実質的に不足する状況となった。このため、   

大学病院が担ってきた地域の医療機関への医師派遣機能が低下し、地域   

における医師不足問題が顕在化・加速するきっかけとなった。  

（6）研修医の募集定員は、病院ごとには一定の基準に基づき管理されてい   

るものの、総数や地域別にはほとんど調整が行われていない。このため、   

募集定員の総数が研修希望者の1．3倍を超える規模まで拡大しており、   

また、都市部に多くの受入病院があることと相まって、 研修医が研修後   

も含め都市部に集中する傾向が続いている。  

（7）現行制度の下で研修医の身分と処遇（給与等）が大幅に改善され、研   

修医が経済的な心配をすることなく研修に専念できる環境が整った。た   

だし、処遇内容は研修医と柄院との雇用契約で決まるため、結果的に病   

院間で研修医の処遇内容に違いが生じており、中には研修制度の本来の   

趣旨に照らして不適切に高額な処遇の事例が見られる。  

＊1；（「1汀（（てnmpl山、l→lii】H（、（lrtl（、ド1il嗜）：  

加減の総合的理解力をコンピューターを川いて評価する客観試験  

＊2；（）S川（肋木（・tiv（－SしⅠ、＝rLurで（l（二IiIli（、；】1t（x州i11il＝川l）：  

臨珠美習に必■要な基本的診暁抜能・態度を．津価する客観的l軋昧能力試験  

3 制度の見直しに当たっての基本的な考え方   

「2」の状況を踏まえ、より良い医師の育成のための「医師としての人   

格のかん養とプライマリ・ケアの基本的な診療能力の修得」という制度の   

基本理念、および基本理念を具体化した到達目標を前提として、当面、以   

下の基本的な考え方に立って臨床研修制度等を見直すべきである。  

①研修医の将来のキャリア等への円滑な接続が図られ、各病院の個性や  

工夫を活かした特色ある研修が可能となるよう、研修プログラムを弾  

力化する。  
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②医学部教育改革の動向や専門医制度の検討の動向等を踏まえ、卒前・   

卒後の一貫した医師養成を目指して、臨床研修の質の向上及び学部教   

育の更なる充実を図る。  

③医師の地域偏在への対応、大学病院等の医師派遣・養成機能の強化、   

さらに研修の質の一層の向上等の観点から、研修医の募集定員及び受   

入病院のあり方を見直す。  

4 臨床研修制度等の見直しの方向  

「3」の基本的な考え方に立ち、以下のように臨床研修制度等を見直す   

ことが適当である。  

（1）研修プログラムの弾力化  

○国が定める必修の診療科は内科（6か月以上）、救急（3か月以上）に  

とどめることとし、これらの診療科における研修は、原則として1年  

目に実施する。  

○内科、救急以外で従来必修とされた科目（外科、麻酔科、小児科、産  

婦人科、精神科）は新たに選択必修と位置づけ、この中から各研修医  

が2診療科を選択する。  

○選択必修の診療科について、研修医の希望に応じていずれの診療科の  

研修も確実に実施できるよう、受入病院は各診療科のプログラムを必  

ず用意し、受け持ちの入院患者について指導できる体制を確保する。  

○内科、救急など基本的な研修を1年間とし、2年目から将来のキャリ  

アに応じた診療科における研修を行うことができるようにする。また、  

研修開始時に将来のキャリアに応じた診療科における研修を一定期間  

行った後に、内科、救急以下の研修を行うことも可能とする。  

○現在行われているような多くの診療科をローテートする研修も、引き  

続き各病院の判断で実施できることとする。  

○小児科、産科など医師不足の診療科の医師の確保に資するよう、一定  

規模以上の病院は、将来これらの専門医になることを希望する研修医  

を対象とした研修プログラムを用意する。  

○研修2年目に、十分な指導体制の下で、地域の第一線の病院、診療所  

において研修を行う地域医療研修（1か月以上）を必修とする。研修  

施設は、関係自治体の意向を踏まえるなど地域の実情に応じて選定さ  

れるよう配慮する。  
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○到達目標について、研修医の到達度を客観的に評価する仕組みを構築   

するとともに、今後の医学的知見・技術の進歩、疾病構造の変化、さ   

らに卒前教育や臨床研修の改善状況等に対応しつつ、適切に見直すシ   

ステムを構築する。  

○プログラムの弾力化に併せて、研修の質を確保するため、指導体制、   

研修内容、研修医の到達度等について、受入病院を第三者的に評価し、   

その結果をフィードバックする体制を構築する。  

（2）募集定員や受入病院のあり方の見直し   

○研修希望者に見合った募集定員の総枠を設定するとともに、研修医の  

地域的な適正配置を誘導するため、人口分布を始め医師養成規模・地  

理的条件等を考慮した都道府県別の募集定員の上限を設定する。   

○各病院の募集定員は、過去の研修医の受入実績等を踏まえ適正規模に  

見直すとともに、大学病院等の地域の中核病院による医師派遣実績等  

も勘案した上で、当該都道府県の募集定員の上限と必要な調整を行っ  

て設定する。その結果、募集定員の大幅な削減の対象となる場合など  

については、一定期間の経過措置を設け、地域の実情や研修医の受入  

実績等を考慮したきめ細かな対応に配慮するr〕   

○研修希望者が、自分の将来のキャリア等を勘案し、各病院の特色ある  

研修プログラムを選択できるよう、引き続き、受入病院が公表した研  

修プログラムを全国規模で選択できるようにする。   

○研修の質の向上のため、研修プログラムを管理する病院について、症  

例数、設備、指導体制など病院の水準・規模の面で基準を強化すると  

ともに、大学病院など地域の中核病院を中心とした臨床研修柄院群の  

形成を推進する。その結果、管理型臨床研修病院の指定取り消しの対  

象となる場合などについては、一定期間の経過措置を設け、地域の実  

情や研修医の受入実績等を考慮したきめ細かな対応に配慮する。   

○研修医の処遇（給与等）は、研修医と病院との雇用契約の中で決定さ  

れるべきものであるが、研修制度の趣旨を著しく逸脱するような不適  

切な事例については、是正を誘導するための一定の措置を講ずる。  
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（3）関連する制度等の見直し   

○臨床実習を始める医学生の質を担保するため、大学の共用試験の合格  

水準を標準化する方向で検討するとともに、産科や小児科、精神科な  

ど診療科の医師不足に対応し、身体面のみならず精神面も重視した全  

人的医療を進めるための臨床実習の充実を図るなど、医学教育のカリ  

キュラムの見直しを行う。   

○医学部卒業生の地域定着を促進するため、各大学の実情に応じ、医学  

部入学における地域枠の拡大などの取組みを進める。   

○臨床研修修了後の専門性を高める研修及び生涯学習のあり方について、  

医師の診療科偏在や地域偏在の是正を図り、医師のキャリアパスが明  

確となるよう見直す。   

○卒前の臨床実習の充実の状況を踏まえながら、医学生の医行為の取扱  

いや国家試験の内容を見直す。   

○大学病院等による医師派遣機能を、地域の関係者の意向が十分反映さ  

れた開かれたシステムとして再構築する。   

○今般の臨床研修制度等の見直しに伴い、研修指導体制の充実や研修内  

容等の評価システムの構築、医師派遣機能の強化など、優れた医師養  

成に必要な予算の拡充を図る。  

5 おわりに  

今回の見直しの結果、研修医の診療能力の向上や地域医療の確保にどの   

ような効果、影響があったか、研修の具体的内容、研修医の到達度等を継   

続的に検証し、5年後を目途に改めて制度の見直しについて検討する必要   

がある。  

将来的には、卒前、卒後の一貫した医師養成を図るという観点から、医   

学教育、臨床研修及びその後の専門性を高める研修を含め、医師の生涯に   

わたる研鋒のあり方について、さらに抜本的に見直していくことも必要で   

ある。  

また、医師不足問題への対応は、臨床研修制度の見直しだけでは不十分   

である。医師養成の拡大、医師の勤務環境の改善、医療関係職種間の連携   

など、関連する対策の一層の強化を強く望む。  

最後に、病院関係者が、本制度の見直しの趣旨を踏まえて臨床研修の充   

実に取り組み、医師養成への国民の期待に応えることを期待する。  
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臨床研修制度のあり方等に関する検討会における  
主な意見  

1．議，論の進めノバこついて  

○臨沫研修制度が始まる暗から、これを実子j二すれば！l本の地域医瞭は崩壊するだろう、川   

合から医ネがいなくなるだろう、科の偏在も起きるだろうと言っていた。仝身状態が診   

れないようなものが診れるようになったとか、そういういい点はあったし）この委＝会で   

ど〝）ように臨沫研修制渡を変えたらいいのかというスタンスでやっ たほうがよい。  

O「矧師を養成するということについては質と数の描】題もあり、地域I矢痴での医師イ足とい   

うl椰追はあるが、これらは個別のl軋題として、この委H会では、枠組みをどのようにつ   

くっていくのかということを根本的に考えておかないと、これか行ハ医瞭供給はうまく   

いかない。ニ〝）委＝会で文科省と厚労省とが合同して、連携しながら検討できたらよいり  

○制度改・隼は、研修医あるいは指導医側の理解む巾■要だが、日代の典感や理解がないと進   

んでいけない。どのような1畑Iiをl甘艮が？リレでいるのかという〟）が、非鶴こ巾要なことり   

もう一・つ重要なのが、ど〟）ような！畑頗休制を‥孔亡〝）ノノが／ソ甘んでいる〃）かし一 オン・ザ・   

ジョブレ）トレーニング〝川1で、地域を巻き込んだ部分を人′、；ご：、人きな研修痛防止合せて   

考えてなければ、‥ミI民の理解や共感カミ門こられない。  
01郁巾を養成する側と、匿糠の体制をつくる側とが、・紺になってどのようにしていけば   

いいかということを考え、地ノバこある人′’r：、榔会にある人′、i：：といろいろな形で進汐）てい   

く〟〕がよく、枠組みも新しい概念でやらないといけない。  

○‖仙は川代、社会の理仰をいかに得るかということであり、そ〝）ためには、川代に社会   

を理解させるために客観性のある、1に1際仙こ通川するデータを捉′jミして、現状を知らせ   

ることによって現場の意見も的確に伝え、そして社会、‥こI艮がいかに判定するかという   

ことが肝■要＝  

○現場び）裾蜘胴須小）アンケートい一膳ヰiが紙く、ほんとうにい耕Lていいかどうか、こ〟）   

まま〃）データを現場の意兄として考えていいかどうか検．ざ、＝ノてもらいたい（  

○㈱度一役．汁に、変更は必虜け）．i果越であって、 そ〟）ときぴ）状況で比11’I二す必要がある。  

○各．論で榊修制度をどうするかということではなく、その背景には地ノバこおけるl畑隠眉壊   

という尖情があることをl拍堤にして、この委＝会が＼l′ち卜がっているので、そういうと   

ころに涙って議論していかなければならないし）  
○臨昧尖習がいまだにlクミ′、i∫：教育の現場の申で定着せず、後退をLているというJ4‖ノこから、   

卒前の医て教肯から′、；ぺ後の散在、そして／上沼号数宇目こつながるきちっとした仝〃く〝）制度設  

．汁〃）lいで議論を進めていかなければならないし 

0．診痴科の偏／l∴ 地域の偏／l∴ 勤務形態（勤務lクミと！jH業lクミ）の偏れという3つ〝）偏仙こ卒   

後研修制度がどのぐらい闇わっているのか、その3つの偏作に対して解消する、彬響す   

る鮎分があるかどうかという議論をしていく必一要がある。  

○限られた期問にある緯度まとめなければならないとすると、仝溺の問題をここで議論す   

ることは到底イく‖川巨。糾相川「修の問題をi三に議論せざるを得ないこ）t‘】分が朝1リに行くと   

ころをどの捏度優≠するのかという問題を始終的には報告，l宇としては絞らざるを得な   

い。  

○見直二しにあたっては、臨沫研修の基本理念を後退させてはならない。むしろ、いかに允   

尖させていくかという仙l－1二しが必要。  
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○研修制度のすぐできる手直しとして、マッチングの手直し。募集枠を9，000程度までに   

絞って、質の高い研修病院を残す。その際に、地域分布、人口を考慮する。数年かかる   

手直しとして、臨床実習の質の改善と、国家試験を知識重視型から実技重視型に変える   

こと。そして最後に、卒後研修の内容・期間について検討してはどうか。  

○少なくとも2年間は処遇が保障された研修制度があるのだから、この制度を有効に使う   

べき。  
○この検討会の場では時間が限られているので、事務局で質問を整理して、各関係団体に   

具体的な質問を川して、意見をもらって、それを踏まえて報告書をまとめていきたい。  

○同比にとって良い医師を育てるということなので、全人的に診ることのできる医師が必   

要。  

○制ノ風聞始から5隼経って、研修を受けた人がどうなっているかはアンケート朋査だけで   

ちやんとした．昭一】】iがない。  

○患者の、ソニ拗から考えてもらいたい。研修lクミの、一∴場だけ考えてもらってはl木lる。  

○研修lク‡の刺通度を詔珊Ⅰける客観的なシステムが必軋 さらに、今車lの見‥11二しの5年後に   

も再度見直：しをしていただきたい。  

○イi桐別ilj岐には公理が従われているので、杓艮が納得する内容の比‥■l二しをやらなければな   

らないし，  

0．史料¶とノーノニッJ’省が一門して医師養成をそえるようになったことはうれしいことであり、   

／ナ後これをどうやって克美するかという．読論が期待される  
○人ノ、；J：〃）榊修1クミを允′ぷさせることヰJ、lり“封捌掛の板材を支えるために必要ではないか〔 

2．医師不足、地域偏／lミについて  
○新I軋昧研修制度が地域の医師不足を招いたと，i－われていることに、†．手憩卜′l三があるかどう   

か疑わざるを得ない、）r・某り．とのように、・／巨懸命やればJ‘～いお医欄・さんは集まる。尖l汽ミ   

に、地域でレ師臥床研修制度がいい扶合に如いている（Jすぐれた指や医とか研修体制が   

あればそこに人が渠まる。  

○どのような卑門分野の尤／卜が、どこにどれぐ らい足りないかというデータが小されなけ   

れば、1ケ拍1iが足りないかどうかはわからない∴帖広い臨成徳力を持つ、経験症例数を州   

やそうという鮒師弟州別ilj度l′l休〝）故人の＝的服、速成しつつある」椚紬木研修制度を、   

医附け㍑レ）最人相京l人はとらえる刷、ま、まだデータ不足ではないか。  

○毎咋、Ⅰ吋師総＝は少しずつ増えてきたのに、ここ数隼のl？ijに、lクミ療刷壊というのが社会  

l肛題化した。こ（川～りに変わった㈹度は、l臨沫沌冊卦Iiり度以外にない。研修医は各診暁科の   

マンパワーにはな／っていない。約15，000名から】6，0（〕0キ′．の医l帥が突然消えたというのと  

l■りじ状況になっている。 全国医ヤ：部長痛陳k会議のデータによれば、人口50ノノ人未満   

の小さな榔l行しかない榔道府県では研修医が人′、；ご：に30r舛，しか残っていないので、人′、iご：   

の医師灘造機能〝）人偏な低卜を抑いて、ノ㌻の地域l姑頗の崩壊を招いている。数カノJある   

いは巨隼で潰れていくような病院が、地．煩こはたくさんある。  

○医暁刷壊の脱周を臨沫研修との関係から見ると、影幣は辛！テ「・あったと思うが、これが人   

きな要1刃だとは足っていない。この研修制度が始まる前から北海道では、年吊こ祀婦人科   

の集約化などが始まっていた。啓二l】り数字ヂを′受けた先／巨ノノが地ノノに行きたがらない。逆に   

この研修制度がなければ、医糠崩壊はノ㌢以卜にあったかもしれない。  

○質のl高し、よい医師を育成する、研修の質を高ゼ）るということと、医師の偏／t三の是Ilミとは、   

2つの別の一課超し，研修制度の部刃だけの見直しだけでは貼りない。この際、卒前・卒後   

の 一曳きをした医I帥養成システ ムの構築を考えるのは非常にいいこと。しかし、これは申長  

1馳′l勺な＝轢である。）すぐに偏在やイこ足を娃Il二するためには、学生の数と病院の募集数を   

近づける、地域枠を設定する。  
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○昔、患者さんは内科、小児科を受診していたが、今は患者さんが小児科医を求めるため、   

医師不足が相対的に起こっている。地域には、相当レベルの高いお医者さんでないと行   

けない。自分の生活の問題もあって、なかなか行けないという状況がある。  

○医師不足の問題は、・OECDのデータで人口に対する医師数が30カ国中27位。高等   

教育の予算は、30カ国巾29位。ト矢療曹は30カ国中22位。早津lヨ別の医師数分布は、  
J■十方省にデータがある。この臨床研修医制度ができて、主要成ノ・∴（都庁Jの研修医の数は、   

減っているという■拝実がある。  

○長崎も年々研修I矢が減少している。晋l川iと地方の病l；完に適ポに人を配関するマッチング   

制度が必軋マッチングのための面接肌期間を全国紙一とすべき。＼射＝順の1劫会がマッ   

チング〝）枠を決めている欧米の様にリーズナブルところで手をf」てば、無駄がなくなる   

だろう。  

○人′芋病院が地域医煩明キーとなるのは縦かで、人′、；ご：をl巨心として地ノノ＝治体や痛睨を含   

めて、新しい困帥の養成システムをつくらなければならない。その中に初期の臨休耕職   

制度を糾み込んでいくしかない。それをやるためには、研修柄l；完による経済的インセン   

ティブ〝）ノミ′モをなくすことと、紆地域で研修1畑軋の枠を決ゼ）ることt，地域の1いだけでマッ   

チングするノ）ではなく、各抑謎帥川レ畑作を決めた卜で全州でマッチングをすればよい。  

○拡張定とほ9，00叶，くらいまで絞る作業をする小で分イIiをうまく考えて、できるだけ地   

域の偏／1三が起こらないようにする。  

○人′、ハ川医＝が‡ウミ師を派遣していることは、よくないだろうということで臨沫研修制度を   

始めたし′北両道では人′、；∫：の巨導で北面追医頒対策協議会が、胡幣を了巨〕ているり／†まで   

人′、i∫：にその役‘判を（1わせてきたという（ハは、子】二政〝）L－そ什だと旭、つているり け政巨欄でそ   

の．ような什糾みを都道府り，㌔に作ることによって、 人′’鉦川；1附こ楽になるのではないか＝  

○そヰ）そも医潮葎）養成放が少なすぎる。各医ツ潮肌定＝を少しず一っ州やすだけでは糊に合   

わない。メディカルスクールというか、社会人を」隼！～りでl相lけにするような所を医1帥〟）   

少ないり．㌔に限って作ることを文席料′、r：省も・綿に検．㌻、J一してはどうか 

（〕新出柑ノ」（川畑tりこ足は極めて探刻し）l小ソニ人′、；∫：には紆声川り題があり、け凋iの処遇政推やマ   

ンパワー川・附け亡どを備中・にできる状況ではない。人′、i旬描こが診似で忙しい 小、教わと   
研究さ〔）に地域l畑頗支援まで行える（ハは、仙和盛・州丁：感を畔・のよりどころとして懸   

釦こぅ〃ノしているたれ地ノノ〝）人′’川満び川り題を抜きに、我が‥押）医痛問題や朝修卜瑚J   

題を．潜ることはできない。  

○竹J弦16隼以降人乍人力．用・も減少している。このような状態が続くと、新鋸県内の医灘   

は維持できないり 人′羊病I；完が力をつけてノ」女いこならなければ、地域医痛恨几たないと現   

場では美感しているし〕  

○マッチングは地ノノと郡山のバランスが似てるようり・急に改汚するべきであるu  

O鼠り期臨沫研修が終わって、人′、；∫：にど〟）ぐらい扉ってくるかが■玉■要であり、′トさな細山し   

かない榔迫J†力付ハ帰′、ト率は3n％、これで地域医煩を′、▲j：れといっても不‖∫能な状軋特   

に人都会のない都道府り，㌔においては、もう子、やったなし〟）状況であり、来春にはそういう   

小さなり，㌔の地ノ川ミ瞭は色々なところで刷壊して、佳代の′仁和こ関わることが起こってく   

るのではないかと恨う。そういう意味ではこの杏主i会川・王命というのは、極めて－托ガだ   

ということを認識して、l†t急なディスカッションをお願いしたいしノ  
○データ川す時にはその都道府県の人′、闘郁完に川（％ノ来ったかではなく、人′、iご：以外川l秘宝も   

含めてどれだけ扉ったかというシミュレーションが必要だとノlど、う〕人′、iご：とほかの病帰せ   

合わせて少ないのであれば地域l矢療は崩壊だが、人ノ’ア：柑；完ほ少ないけれども、その県の   

申の他の痛陽に後期研修で涙っていれば、メわ1壊ということにならないと思う。  

○臨沫研修が終わった徐に人′’7：にどれだけ反るかということが一重要だが、大都会のない都   

道≠理．㌔では仰′’7：率が低いので、研修制度を抜本的に比Il■り一、もしくは・l囁射結するなど  
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の対応が必要。  

○研修制度が医師不足の原因になったとは事実誤認。医師数が閣議決定で抑制されていた   

ことが問題であり、深刻さを増した。  

○研修制度によって、医籍には登録されているが地域医療に貢献していない医師が日本の   

医師数の約7％にあたる15，000人もいる。  

○研修制度が医師イこ足を招いたのではなく、顕在化させた。  

○研修制度がl矧伸不足の全ての諸愁ではないが、きっかけになったことは確か。意外な事   

実だが、研修制度が研修医の都市集中を助長した誹ではなく、研修制度が始まってむし   

ろ都市部では研修医は減っている。  

○この検討会のきっかけは医糠崩壊にある。余裕があれば研修を3隼でもやればよいが、   
l痴隠届壊で余硲がないのだから、現状の小でどう対応していくかが「棚道。  

○この制度の ▲番人きな関越ほ科の偏／i三を作ったこと。マッチングでl炉芋部生に押通の什   

公人と同じような峨業選択をさせてしまったことが糊題。  

○地域偏／l三への対応としては、臨床研修修J′後のr、阿川肝修l束が榔直に来車しすぎることが   

ないようノノ策を考えるべき｛〕   

3．研修期問、叶科こついて  

○研修制度が医削りlき卜げの人きな要囚。札幌l転科人でも派遣医師は減少し、派遣できな   

いケースが増ノ州している－∴榔度見直しの揖∴として、2隼Ilでの地域困榊）期閃を拡大  

してはどうかり  

○研修rIiり度が、現れの‡矢痴ノ）混乱を招いたことは小二‘夫。人て、；瑚jI；ノこを建て‥一I二すことが、地域  

l束痛を建て‥■l二す近道であり1トミ道であるりそレ）即効策ほ、今隼〃）人′、r：柄1綜樟別コースを仝   

科に適応させること。  

○この研修制痩は、従来の制度に比べてアドパンチいジがあった。プライマリ・ケアを教   
えて、Il桐ミトや梢神科に行く人行李身が．診れるようになったが 、いく／っかの問題もある。   

処遇〝）高いところに行っていること、地域医痛の刷壊、科の偏／l三である。研修制度の教   

肯の腎の打保をしながら抽l’†二しをしなければならない。竹1行∴辛後、．診咄科ごとにダブ   

りがあるので、攫得＝棋を速成できれば、川；への期間短縮も‖用巨。  

02隼をl隼に変えることで人草に人が集まるかどうかは、人変疑l枇  
○揖宵が′、7：／巨に診「Jれる〝）を嫌がるため、H舶来尖習はどんどん後退している。プライマ   

リ・ケアの教育は、現場〝）診瞭所なりり廿業l和“）先／巨の所へ行って勉強しないと、本、11の   

一法吠での教子＝こはならない。中心は卒後だとノムうが、今のように卑門利・〝）卜をぐるぐる   

回っても、本＼11の意味でのプライマリ・ケアの教育にはならない。  

○なぜこの臨沫研修制腰ができたかというと、卒前教台だけではすぐに臨床に役に、ソニつl矩   

仰ができないということがあった。しか捌月代のニーズに応えられるようなプライマ   

リ・ケアをやる医師も否てなければならないということで、巌紙2隼問の研腰ほ必要だ   

ということで始まった。もし／ナ後、現状の枠を人きく変えるのであれば、卒前教育をど   

うするかという前祝がなければならない。卒前教育が／㌻のままであれば、舷低2隼は必   

要。  

○人′’iご：以外に械している宵には、H，000人もlシミl帥が減ったという感党はない。）ある病床以   

上の研修病院でしっかり症例を診ながら研修することと、地域のlいでオン・ザ・ジョブ   

で′羊んでいくこと、この両方が求められている。2咋を1隼にすることによるメリット   

とデメリットをしっかり整理した上で次の段階に進んでいかないと、また同じような議   

論の混乱を耕し、てしまう。大学と人′’㌢：以外の研修病院とが協調してやっていくところが   

あってもよいのではないか。  
○研修用‖閏のグローバルスタンダードは2咋で、例外がアメリカの1隼。卒前教育を変え  
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ないで1年にしてしまうのは、患者にとっては危ない医師がいっぱい出てきて困ると思  

う。  

○研修医確保に向けて新潟県では、大学と17の研修指定病院がコンソーシアムをつくっ   

て一体となって懸命に努力していたが、マッチ者数は年々減少傾向だった。しかし平成   

20年に少し回復の兆しがあり、この要因はプログラムの規定が緩和されて大学の研修   

希望者が増加したこと。－洲j塵点コースを設けたところ、マッチ甘が増えた。研修予定   

者の■いに基本的な診療科口を2年ローテートするカリキュラムより、昭一j研修を取り入   

れたカリキュラムを希望する者が増えたということを反映しているのではないか。  

○キャ リアが比えるローテーションが必軋1イHIに希望明一診療科を回り、診療科も3月  

iiり立にして細切れのないようにする、2隼附こは一定の相川り、地域の医糠機闇で尖践的   

なl好焼を研修するような什糾みがよいかと揖う。すべての研修附こ小県科、J捌1－り＼科、   

精神科の研伯をぷ務づけるよ りも、什分のキャリアに必要な診瞭科を選択できるように   

する。  

○高齢化社会で複数の疾旭をイける心音が多くなっている〃）で、タワーマンション型び）・、Ⅰノ 
1－りl和）育成ではすき脚jができて医師イく足は解消せず、・冊jlクミといえど汀高上Il珊瑚情川こ   

い臨沫能ノ」を持つようにf減してほしいという社会からの・要ヤまがあってこの臨昧研修   
制度が発足したし，  

○現場の指導医は、／ト引甘修はあまり′触こ、1′ってない、人きな理由として、仝くl期係のな   

いところにl■りされるとl－油11にやらない、結局むだが多いということを．巨）ていた。  
○現ムニ〟）i‡iり度でも2イI川にHカ川帥ハ選拙肌＝～りがあって、それはかなり「川lに仕える。既   

に人ツ痛睨からの堤案があったような車点コース墾，始まっていて、現刃〃）制捜は進化し   

／）／）あるいただし、2隼を急に巨牛にすることは非常に無理がある．i．トぐあって、2隼の   

期川廿士l甘持し／）ノつ、2隼Ilをかなりフレキンゾルにするということで、あまり′封」のノl′モ   

はないのではないか。  

（〕臨沫研修が基礎‡炉、iノ：の振興に問題があると，ミ▲われているが、拭礎医て：の振興は文部科ツ   

γ〟）Ml）一I）llI）コースなど頼まかび）ことでやるべき。  

0卒後研修だけを見直した〃）で色々なl軋題が起きたい研修制度の中身と、指導宵と′受ける   

側のモチベーションをどうや／〕て卜げる〝）かということを仙l－け必・要があるし，  

〔〕ノト後榊修に関してほ、獲㍗＝用－iで決めないで内科や小り川・ということで決潅）てしまった   

ので、あまり役に、－／二っていないというインプレッションが州たのではないか。したがっ   

て、中身とLては科を似り払って攫得＝楯を．設け、研修医が本、11に攫得できたぴ）かとい   

う検．征制度をきちっと．設けるという仙l’■二しをすれば、研修制煙が機能していくのではな   

いか〔 

02隼糊の研腰を終わった畔点での研修l如）臨沫能力などについてぴ）．甘仙を行ったが、．1】・   

い拙度の畔の研修医に比べて、新しいrliり度になって臨沫能ノ」が身についたと足っていた   

り、綽瀾柚1i例数がどれくらい吊、H州如こ比べて椚えたかというデータがある。  

○最初に香望するfil■へ行った後、／㌻までと川じようなローテーションではむだになる。）l′1   

分が本、11に行きたい科があれば、そこに必要な科をそ〝）科の兄′巨ノノと・綿に考えて選択   

するというノ杉、l′】分のキャリアのた捌こ必・要な科を回るというデザインが必軋  

○帥如）中身の運川の什んを変えることによって、かなりよくなるのではないかと恨う。   

その〟は論としては獲γ＝l標の兄‥‘〔し。C†うTの中身とすり合わせることと、質の保証   

をするような研修助軒も仙I嘉1二す必要がある。コンソーシアムでし暮i什音をつくって、そレ）   

研修医が獲柑1轢をちゃんと獲得したという保証をできるような紬如こつくり‥■け必   

要がある。  

○全身管理のできる醐巾は揖者をよく．診てくれるが、令身符理のできない困帥もいるので、   

プライマリ ・ケアができるl矧師を育てるということは倖戌り研修；1iり風こ対する石，㈲師か  
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らの意見としては、多くの科を回ることでプライマリ・ケアに必要な経験を積むことが   

できている、研修の目標を達成するためには最低でも2年間は必要。  

○研修医へのアンケートでは、現状のプログラムで良いということ。  

○研修2年間のあとの医師をどうするかということが大事。研修修了後の行き先が見える   

ことが重要。  

○研修プログラムの見直しとマッチング方法の見直しの2つが論点になると思う。2年を   

1年にという議論もあるが、急に1隼にすることは難しいので、必修期間は1年、2年   

目は後期研修につながるようなある程度自由度のある診療科の選択瀾‖用として、せっか   

く獲得した2年間はそのままで内容を見直すガが実質的ではないか。  

○地域保健・医瞭の1月の内容の検．征が不十分ではないか。保他所研修が研修医の息抜き   

の場になってしまっている。地域保健・l料頗の見II’l二しが必要。  

○地域医療を必修とする場合は、第】一一線の診糠所や中小病院での研修として、保健所や療   

養施．投は地域医瞭に含めないこととしたいと考えている。第一線の診療所や【トり」、病l浣な   

らば、1ケノ】でも色々な経験ができると一むう。  

○臨昧研修は内科、救急など、特に張本となる診療科を研修する巨車間を三i三体としてはど   

うか。内科、救急、．診嫉所で榊修する地域医糠をプライマリ・ケアの張本としてはどう   

か。また、期刷はト＝もしくは3力以上にするか一昔兄をl川きたい。  
02隼＝に将火l、眉＝」とする診損料を選択することで、診埴科偏在がなくなるかは矧軋  

○統▲的なカリキュラムでがっちりやるのは現実的ではないので、基本線を定めて、ある   

程度選択範州を広げてはどうか。遇朝ゼ、修の概念が人ってもよいのではないかu 元々、   

小兄科は小り出女急で、精神科は急凧瀾枕しくは隠れた精神科心有を専IIリ附こ紳介できる   

ように研修することを想定していたり  

○スーパーローテイトで研修l畑け意欲が低下するとあるが、臓舘別の卑Il州三に偏りすぎた   

ためにスーパーローテイトになったのだから、帖広く診るべき。  

○興l昧のない料をlコーティトするのは良くないといった研修lクミの意見がある。  

○プログラムの弾力化について．舐論していただきたい。内科6′ノj、救急3りで良いと′I出う（。   

従来必修とされていた診瞭糾こついては選択必修とし、脚力化のことを考えると卜つか   

2つ選ぶぴ）が良いと揖う〔）  

○プログラム〝）－甘定は拭本的な考え方‘に則ってだと皿う。到遵「律；lミを速成するためにどう   

したらよいかで考えるべき。  

○状本となるトノ碓ト、救急を最糾にl‖Iり、なるべく多くの科をMることが2隼問をイ】‾効に仙   

うことではないか。  

○プライマリ・ケアも必要だが、その後は専l‖j附こ診てもらいたいと同比は思う。ノナノ）ll   

本は排しいことをやる中川医がいなくなっている。この制度はそういう卓二け‖矢を存てる   

観点が抜けている。 プログラムの明り川ミが必軋 プライマリ・ケアだけなら救急だけで   

もできる。  

○総介l矢は別の問題であり、後期研修でやるべきこと。l】本で足りないのは、幅広い観点   

で忠常を診る医師ではないか。才一，：いうちに多くの悪者を診るノノが将来につながるとノⅠ出う。   

そうすると多くの科をl司ったソノが良いが、1Jj〝）研修では短いので3ノ】は必軋  
03JJは必駄 科ではなく獲捏11標でプログラムを糾むべき。  

○到達lI標を踏まえなければ議論が成り立たない。到達I圧乳はきっちりすべき。  

○相川宴卜捌こも多様な人がいるので、今の制度には介わない人もいた。フログラムを弾力化   

して、色々な人に対応できるようにしてはどうか。ただ「川lにしすぎると張本的な部分   

が失われるので、基本的な診瞭能力は攫得できるようにする。  

○現〝使われている到達l十慄をそのまま使うと、おそらく修r認定されない人が＝てくる   

■け能仰が！加、のではないか。  
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○到達目標は変えないで議論すべき。  

○現在のプライマリ・ケアであれば学生でできる。到達目標も変えなければならない。  

○到達目標を変えないのであれば、この検討会の意味がない。その上で、プログラムの弾   

力化をすべき。  
○到達目標全体を変えるのは難しいので、入院した患者を受け持って報告するとされてい   

るAランクの疾患を見碓してはどうか。  

○国民がどういった医師を求めているかと考えると、救急、地域医瞭、－‡二7i齢化に対応でき   

るような医師が必要。タワーマンション理ではなく裾野の広い診療能力を持った捌巾の   

養成が必要になる。地域医疲の定義は必要。  

○保健所ではなく、地域の第一練の医痛機関ならばかなりの経験ができると′Iムう。  

○地域L束療とは、しっかりとした指矧吏カ㍉、て、／1三宅ケアをやっているような，診療所をイ   

メージしている。  

○‘寄せられる一法兄の95％）は2年冊研修を行うべきという意兄。2隼問をどう浦川してい   

くかがl門j題。  

○地方▲の一矧木一っている「」治休病睨でさえ2隼問を⊥張し、研修l実を養成することが目的   

だと．㌻っている。 

○現れでも8」jの選択が・亜巨だが、これでは足りないという〟）が／ぃり兄‥■l二しの意見だと偲  

つ。  

○獲㍗＝川誓をヰ）う→度兄‥’1二して、プログラムをどう糾むかは病睨に什せて弾ノ」化するべき。  

○到通＝棋は項IほFl州探したり追加したりする〃）ではなく、人洗足昔を．診て裾一「する部分   

をj心l－1二してもらいたい。選択必修は1科l】以卜としてはどうかし）  

○獲㍗＝昭に優兄度を／〕けて・仙川二をl又Ⅰって、必修を決めてもらいたい 

○選択虻、修はせいぜい2科IIまでが良いと揖う。  

○救急は6JJでも良いのではないかり そ〃）－1一に外科も小り〃半い蘭酔科む入る。  

○精神科救急〃），i占ヰ」ある〝）で、救1、をもっとkくというノ亡り」もあるい  

○地域性瀬＝）3＝以卜にしたほうが良いのではないかtノ  

○迦択必修〃）故に／〕いては2．粉廉科がよいと考える〕選択必修の期IJりについては：川でな   

くてヰ）、熱心にやれば到遵l＝票を速成できる。  

○地域医頼の研鳩胸満としては作宅医頼を頼う弟一線州l柵t、診痛所とすべき 

○プライマリ・ケアの研修を〔鋸Iiljすることで、人′、iご：が料う高腰明朝とlツミ′、川1二究の刷壊が同   

帖に発′卜しているい プライマリ・ケアをノナく後桝櫛Iiり度び）小でするよりは′㍗潮教子Hこおい   

てすることで卒務押）診瞭科の偏在や拭礎研究肴〝）＃成にも対応できるし 

O研修プログラムの明りノ化〟）趣旨からいうと、付ヶJJ以仁刊廿科はもっと必修ということ   

を細かく決めると元と同じことになってしまう 

01■】分の子一二く先のない診埴科にL‖回るとモチベーションがなくなる〕興味があれば用‖～り   

は問題ではなくIJjでも十分。  

01畑l挽．汁を取手ミ＝ノた1■－1二後は最もモチベーションの－l－Jい帖矧であり、必修部分を少なくし   

て舛ノノ的なプログラムにしようという〃）が／㌻l車）兄‥－1二しの趣旨である〕  

○基本理念、到達11標を変えないことを前祝として2隼の研修側聞が附某できたことはあ   

りがたい。  

○ りら本的な診墟能ノ」」という表現は「帖広い基本的．診療能力」としたん‾がよいJ   

4．研修病院、指導医について  

○研修医が少なくなった人′、iご：はあるが、人′、㌢‥で優れた臨床研修棚完を参考にして追いっこ   

うとしたところがあるのかを知りたい。人′、7‥ぴ）ミッションは卒前教否、卒後教育、診糠、   

研究で、卒後研修は人′、；ご：にとっては4分の】の一江昧しかない）臨床研修納院は、診療と  
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研修の2つがミッションなので、おそらくクオリティーがよくなる。また、病院や大学   

病院はわずかな数の医療者でやっていかなくてはならない。これらを構造的な問題とと   

らえて、そこにメスを入れるということをぜひ考えていただきたい。表面的に医師不足   

イコール研修制度というレベルの話ではない。  

○研修医の処遇に上限を設ける、例えば全国平均の1．5倍以上の研修病院には補助金を   

J∧Hさなければ、本質的な研修プログラムの両で、各病院が競争して質の高い研修をでき   

るようになる。  
○人学の機能を生かしつつ、研修制度をつくらなければならない。大学の機能を／巨かしつ   

つ、基幹病院と連携したプログラムをつくることは1然できる。  

○研修l矢のアンケートでは、研修病院のほうが評価がl如、。大′判捌完は、教育、研究、診   

糠のうちの1つ。研修納Ij完は、マンツーマンで、オン・ザ・ジョブのトレーニングで指   

導している。特定の研修病院は非常にI如、給料を目す。lい′H㈲院があまり手術や救急を   

やらないため、人′、アニ病l浣に恕者さんが殺到している。それで臨床はますます忙しくなっ   

て、研修l乗に手がなかなかトーlせない。この間題は、卜】本の医′、㌢：教育、I姑隠捉供休≠すべ   

てにかかわる関越。  

0．；舌を伺っていると、人′芋病院は随分被ノ．室緒＼法識を持っているように川こえる。なぜそん   

なに人乍病l；1王は研修1クミに嫌われたのか。  

○人′羊ル研修医烏、いわゆる雑川が多い。l1．一いl矢ノ．－川渡に涙しただけで現状の問題が解決   

するという叫こは、ちょっとプ即】！がある。 

○人′や矧㍍の研修は崩しいと．ミ●われるが、椰川も人－ji二しノ ‥番悲しいことは、給料が‘友いこ   

と。  
○研修医≠1／：うが500沫以卜の納I浣に行っている。教存の腎をfll保するためには、研   

修痛防御ベッド数を㈹服することが必軋は子lをで糾っている制度なのに病院によって処   

遇が違う（川まおかしい。」処遇を全区i統・にすることが必・乱 しかし、根本的解決は、lク三   

師数、l畑頗理、教存理を増やすこと（〕  

OJ‡⊥場の人の／hハ声を集めてもらいたい。史）しl打倒しにすると、人′、㌢：〝）教＃の陽両が増え   

る〝）で、クラークをもっとたくさんノ†l…うことが必軋「研修医のたが）に、研修医のため   

に」と∴っても、 美l舞に現場にいる医師たちは妓難しているので考瓜が必軋  
0人ツ病睨で働く医師は、教＝でふり、医師として認められていない。1煩隠附制令体の構   

造的な問題〔〕  

○′、；ご二／巨はお金にIlのくらむ／川三であって榔会を好むというのではなく、真剣にl－】分の将来   

を考えているし ′、首牛に選ばれるような大′、拘帖陽になる必・要がある。人学病院よりも・般   
の姑膵〃）ほうが倫理に劣るというぴ）汀少しおかしい。  

○人ノ、ア：と人ノ、iご：以外という漁論の什ノノはやめていただきたい。  

を′匿えて本、一1に相談できる   ○研修1クミたちに、メンターとなる人がいるか、ローテーション   

サポーターがいるかと闘いてみると、l∫1分が本、lてに掛れるような人はいないということ   

だった。  

○最初に 一緒に働いて、その文化に触れてお化し、に知り介い、例えばさ1川l二している帖に、   

イ糾lに ▲人きりで判断に困った特に、イ糾lでも1払講できるようなメンターが必軋  
○人′’rは、地域への医師漉供給に重要な役割を果たしてきた。元々、人′、拘捌完の指導能力   

はIl射、。500昧以卜の柄院を管理型として、それより小さな病院を協力病院として碁   

集定日数を削減すべき。  

○地方の人′、㌢：を絡めての医瞭届壊の樋灘は、トl車㌧人′羊病院のメタッフの処遇が姉御こ低い   

こと。人判綜勧㍗のように医師の初任給を11％，卜げるということをl中一工人′、iご‥でやった   

ら、 すべての病院が多分練′首破綻になるという状況がある。だから、 地ノノでの人′や病院   

の指導医のマンパワーの充実と処遇改薄をすればIl本の医痛の将来は明るくなる。  
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○プログラムが細切れ、メンターの存在がはっきりしない、研修医の裁量権が発揮できる   

場面があまりないという問題点は、診療科が林立している大規模の病院や大学病院の問   

題であり、総合診療や総合病棟が機能しているような病院には研修医が集まっている。   

また、小規模病院の1人か2人しか研修医がいないところで、どういうふうなキャリア   

や研修のプロセスを組んでいくかという問題も火▼・拝なので、小さい病院だからいいとい   

うわけではないというご指摘はもっとも。  

○ある柑度の放の研修l束がいないと、研修医は射擢琢磨できない。／沖1の研修制度につい   

てはプログラムと施設については、兄匪しの・ン上の劫冊′ばけは出してもらいたい。  

○参考人として病浣のガを呼んでもらいたい。基礎データとして各択でどのように裾期研   

修医の数が抑移しているか、その中で人学病院と人ノ’川満以外ではどのようになってい   
るかという域礎データを目してもらいたい。  

○地域医痛、牛偏こ僻地の医糠というものを美l捏に新し、先′l三方に見てもらいたい、体験して   

もらいたいという足し、で、200沫以卜の瞞完が鮎昧研修指定痛陽に手を挙げている。  

○指導医の確保などを考えると人′、予との連携が必艶〕  

○人‘、i∠：には研修病院に派遣する小l酎）1畑Ii、粁劉矢カ㍉、ない。理想と現戌服かけ離れてい   

るし）  

0lクミノー一汗）力が弱まったのだから、大ツのありノノを兄直さなければならないし，人学にはお金   
と人がもっと必要。  

○新しい制度になって研修医の臨沫能力はい′り上している。研修病航はりも人骨■）jl㍍の研修  

l勅）ノノがl・′りhハ吐合いが人きい。これは人′、川端にメリットが人きかったのではないか 

○張本的な考えノノとして、l軋昧研修制度を含めて医削ル）f減・教＃にはお企がかかること   

を捕り込むべき。」肝修の啓の向上には指専医の処遇の改汚が欠かせない 

○人ノ、r‥と研修病l㍍の研修け三枚び）差が仙こ超人Ⅰしているのか検．子正カミ必せ。  

○卒後臨昧刷腋評仙機構び）朋撫でも研修病睨のノノが人気iがある。人ノ、iJ：ヰ〕変わらなければな   

らない〝）ではないかり  

○人′、；ご：と研修病睨沸・番人きな違いは、給／パ芋ではなく研修ソ［‘∫グラムが1封、かどうか と   

いこと。  

○施一設状刊拍刃心l’I：しについては、人′、；ご：にも行い、フl～グラムを前祝した兄直しが必軋  

OH家賢烙を持った人l‖が非常肋なのはおかしいち∨）一番難しいことをやっている人ツの処   

遇が 満帆いし，人′、；ご：（川畑1iの処遇を改汚しないl眠り人′、；ノ：が潰れてし浅う 

O基本的考えノノとして、指導医の処遇改膏、教十け）経理がかかることを認識しないと一浩ほ   

進まないし1  

0桁定状準の現職凋、指鳶照雄りや．掛備なら分かるが、サイズだけで足切りするぴ）は良くな   

い。ベッド数やの現職凋研修〝）質には関係ない。  

○病床規模だけでなく、救急の′受入数等も考えてもらいたいu  

01封辿病1㍍で症例数はカバーできるので色々な工人が必軋 ただベッド牧だけで決ぜ）るの   

は1－とくない。  

○たすき掛けは榔完にとってl′l十的な研修システムではないので、＝i三的にやれている柄   

院は管理型として認めてはどうか。  

○ベッド数での；l測眼はノ叉軋 小小の痛睨のノノが研修医の満足度が一偏、。  

○受け入れ痛院を弟二昔的に．津価しフィードバックする休制を構簗する際には、メリニ／巨万働   

省の地ノノ厚／lリ．∫ユに役割を持たせてはどうか。  

○研修坑郁加）張準は、車純に病床数でカットするのではなく、研修の賢や研修晰紆叛冊曲   

を考慮に入れるべき。  

○大学における指導医や研修‡和）待遇の改膏が望まれる。 

○人′’i∫‥以外の研修病陽がl畑Ii派遣機碓を持っているかがひとつの．猟題であり、また、研修  
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医を養成をした大学や研修病院が指導医を抱え込まないで派遣するという考え方がな   

ければならない。  

○研修プログラムの弾力化に際しては、受け入れ病院を第三者的に評価し、その結果をフ   

ィードバックすること、到達目標をしっかり評価するシステムがないと質の担保と説明   

責任が果たせない。  
○研修病院は、初期に続いて後期の研修が一賞してできる施設でないといけないと思う。   

5．卒前・卒後の一賞教育について  

○プライマリ・ケアは2隼ではできず、4、5隼かかる。プライマリ・ケアと卑門l矢療の   

l叶ノノのバランスがないといけない∴初期臨床研修と後期の臨床研修の一烏削ごIミがないとい   

けない。  

○研修制度をl清倒ししてl軒、錯l；の5、6隼で／㌻の研修の1隼11をやらせるというのが、l   

つ〃）解決策としての具体的な案。このときにスチューデント・ドクターは、やる処世の   

範州を決めてやればよい。  

○ノ㌻l・りの研修制度をどうして変えたかというと、朝Il匪廟偏しか診ない、それ以外の領域   

は．珍ないというタイプの医師があまりにもlトー上ってきた〝）で、将来、どういう専l】lj分野   

に行くにしても、帖広い研修を′受けてもらうとい うのがスターティングポイントだった。）   

本二11は巨隼でよかったのかもしれないが、ノ下前V）l軋昧尖習が人ノ、；∫：によって非常にバラつ   

きがあって、ノ、ト後2イ川りは必要ではないかということで2咋問のプログラムを考えた。   

それが地域のl矧師イこ足の′J】き金になったという瑚ま、ある捏度はそうだろうが、ほかに   

もたくさんの射人Iがあるl恒里つだと恨／）ている。もしプログラムを考えるということ   

ならば、封ず卒前教府でど〝）秤度の改汚ができるかということを損保した卜で、卒後教   

育を助かさなければならない。  

○検．‡11：してみないといけないが、2隼は人体妥、11なところだろう。研修期閃を1イHこした   

場合、I棚題点は、1矢′、r：教ffが1隼無くなるから、どういう放でfをやるか、すなわちカリ   

キュラムをどうするかということ。  

01灯羊教存ほ11細りしになって進んでいる。獲得しなければいけないコア・カリキュラムと   

アドバンスト・カリキュラムが一役足され、仝川でItl‖里のあった‡灯羊教否がかなり均・化   

して、門の保証がされているり  

○この制度が人ったのは、卑門分化が進みすぎたからプライマリ・ケアに対応できるよう   

な基本的なものを人れようということだった∴研修が終わった後に、中二け＝クミをいかに養   

成するかをターゲットにしてて‥湘の教存と初期研修と後期研修を考えるということ。人   

′、7：の派遣というのは、派追であるとl■り時に、医師の養成の場でもある。人草は派追をし   

ているから悪いぴ）ではなくて、派遣をしながら養成してキャリアアップをしているのが   

刷れたところに、人きな糊題がある〟）ではないか｛。後j別の研修につながるという意味で、   

l人とか2人の研修医〟）中小の病陽を少し絞って、専IIljl束が育っ所で、初期から後期に   

つながる研修ができるようなシステムにしてもらいたい。  

○プライマリ・ケアも本水、後期研修の申に人るべき。  

○臨床研修制度については、′’錯l；教育の充‘夫策とセットで見直：すべきである。  

○キャリアが見えるように希望科をきちんと決めて研修に入るためには、卒l榊）臨珠美習   
等が一重要になる。  

01釧Iiを育てるためには現場で心′肯から′、iJ：ぶということが原点になっているu「21世紀  

l東学・医痛懇．淡会」でも思考から′、；ご：ぶ臨床実習をil半坂現場で′’iとばせるようにすべき、そ   
のためには適切な進級．甘価認定システムをつくる必要があるということが軋‡された。   

これを受けて、、IiJJk13隼にモデル・コア・カリキュラムが具体化され、それに基づい   
て臨床実習俳抽加－iの排他試験をやることになった。臨珠美習のガイドラインもでき、臨  
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床実習開始前の具体的な到達目標の設定をし、それに準拠して共用試験というシステム   

で強化することになった。知識についてはコンピュータを使った試験をやる。また、臨   

床技能については、平成17年から4回のトライアルを得た後、正式実習をスタートし   

たところ。  

○昨年、モデル・コア・カリキュラムの改訂が行われ、特に臨床実習の改享引こ向けた本格   

改訂が必要であるということが最終報告で提言された。臨床実習のワーキンググループ   
では、卒業時にどの辺まで到達しなければならないかということと、卒業生研修で何が   

求められているか、その整合卜′ほきちんと合わせようというのが結論であった。  

○火！、；ご：のうt己′トノノは「り木ハ卑l】りも人■拝だと一思うが、少し視野を広げ、仝休としてどういう方  

1「】jに行ったらよいのかをよく考えてもらいたい。ノ社会に対しては、現場に川さないと′丁：   

牛はffたない。100％を要求されたら、ノ、ト牛は現似こ＝ていけない。）改めて医師養成   
はどうあるべきかを社会1′畑こも仁分検．付してもらいたい。  

○全回I矢′、招；朗郁完長会議からの鉱毒ーとして「l畑Ii勘如）たガ）ノ）グランドデザイン」を作   

成した。臨沫研修制度だけをj心l’l二しても、卒前教肯あるいは卒後の′＝胎教否を含めてデ   

ザインしないと、医′’i∠：教育は成り、－∴たないという観点である。こ〃J軋‡叫ノ里程は、l番、  

l炉㌣≠川紬恥某習開始1ii叫クミ′T知識、技能ノ）．評仙、．認定制腑Lこれを肘l㍑肘鉄として美   
効刊〃）ある賢栴制度として柵、■上する（）これはクリニかレ・クラークシップ〃）′夫施ができ   

ないのは法的な裏づけがないか「J〔〕2耐lに、け、i牲（川束子J二為尖施の法的幣備による．ざ今   

暁参ノ州哩臨珠美習の充′夫 、これをj■町促するも〃）として井川．試験において、失効性のある   

賢烙制度として碓、十ナる。：j耐＝ま、て州jlこ辿のノ、ト業到連l＝即）．設定と．津佃け）ぷ務づけ   

による脚l‡il可家■拭験αり山l－1二しゎ これは外用試験と国家．試験に照合粧がないということ。   

十番＝は、新臨沫研修制度の理念を仙一一けことり基本的臨月い．掛板能ノノの洒養と中二l－リ的   

研修の導人州として位閏づけてル偏する－）そしてシステムとしては研修肝心渕完兢準、   

あるいはマッチングrIiりノ如）見直二しと地域別定数及び厳格な．勅仙の専人をしていくとい   

うこと それからlク三′、川「究の将来的祇謎への危一倶と状礎系、臨昧系人′、r：li射）允尖＝ こ〃）   

捉．ミーに打†ってl臨床研修〝）デザインの兄直しを進♂）てもらし、たい。  

○卒後臨沫研修から後期榊修まで イ本化したシステムをつくらなければならない。）初期臨   

沫研修の病睨は、一情報公槻されているが、後胤抑胤こ関してはまとま／〕た情報がなく、   

そういうシステムを幣備H‾ることが必一女ではないかぃ代休的には、地ノノ‘ごとに人′’川端   

が小心となって、中核痛保と協力してもっと研修叫ノ1容や巨郁恒）キャリア／ミスもためた   

コンソーシアムや地ノバ叫肝修医力丹後からめぐって歩けるようなシステムを形成しな   

ければならないし、マッチングの問題沌初期臨沫プラス後用‖紬来も合めてマッチングをす   

ることも・り‘能件として考えられる∴後期研修の枠刺みを′、7‥公レベルではなく、り一急に一っ   

くって、l直視をしっかり脹約して、／㌻ある臨休耕修にフうス後期臨沫研修をどうっなげ   

ていくかということを、地域ごとに考えていかなければならない。  

○廿川試働をバスしたリノ々には、仮免許のようなもぴ）を目して、け三痛手】‘・ズちに近いことがで   

きるというおJ・甘つきを目してもらいたい（ノ 丸駄科ツ省も厚′巨万働γヰ）、そのことをl刷艮   

にl「りかって発イ．‡して、l舟板行為に近いことをノ、jJ：′上がするのはりてたり前だとノ且ってもらえ   

るような環境づくりをお願いしたい。  

○どのレベルで肘1j．紙験を合格させているか、／㍉周布をかけている。例えばCIう′l、を50   

点で合格されているとしたら、什会はどう兄るかということばよく考えなければならな   
いしこの1三り断は人′、i真に什せているが、その合意をもう少し一高いレベルで燻準化されてく   

れば対応することもやぶさかではないし．ただ、人学によってかなりノミ雪があるというのが   

現状で、そこをどう把握をしていくかが関越。典刑試験をバスしたノバこ仮免許∽ような   

ものを目すことについて、行く行くそうできればよいが、法的根拠をどうするかという   

のは、非常に難しい。J  
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○国家試験で専門医レベルを超えている問題がたくさん出るようになってきた。これは出   

題している先生方の感覚の問題だと思っている。国家試験の内容をもう少し大学の先生   

方によく考えてもらわなければならない。  

○研修の期間を、もし1年にするならば前倒しで学部教育をもっときちんとするというこ   

とが条件。  

○大学がまだ変わってない、教育でまた元へ戻ってしまったのではないかとショックを受   

けた。  

OClう′l、では臨床推．端的なことの得点が低い。これは昔に戻ったというよりも、少しよく   

なってきたが、まだ卜分ではないということ。  

○クリニカル・クラークシップについては、OSCEとClうr‡、の検証をしてもらって、法   

政1「ミを含む後抑しのエビデンスをつくってもらいたい。I■緋fに各人学でのクリニカル・   

クラークシップのありノノを見詰めてもらった延長線上に卒後研修がある。  

○人′、み乃医′、ア：教育の申においても、人′’f：病院のカリキュラムにおいても、一般のノノたちの   

協力を得るという意識が希薄ではないのかという印象を持っている。則Ij．試験をクリア   

した人には・定の業務をという．講があったが、今のい孔亡のイニイ．‡∠惑の中ではなかなか解決   

できる川題ではないと想っている〕ただ、最近心′宵び）側む冷l附こなろうという萌芽が比   

えてきているので、まさにチャンスの畔だともノ此うし〕しかし、りニガ省とか史料γが卜′葺   

下達l′畑こ川代に知らしめても、それで納得できるような状況にはないということを理解   

願いたいtJ  

O医師を州やすにあたって、総合l来を存成する休制を作るべきではないかしJ  

02隼をl隼にするにしても、竹1昭狛牛刀休制をかなり改申しなければならないしJ  

O張本的な考えノノ叫一子Ii分に、勤務l束、榊業l矢の偏／I三についても鳩り込むべき。総合l矢をど   

う養戊していくかに／⊃いても．Ⅰ‡き込んでもらいたい。後期研修lシミ以降の身分、処遇が保   

障されていないので、しっかりしたも瑚こすべき。  

○総合lシミが椚えることによって、難易度〟）高い医妬やl好子研究が衰えることが危′供される。  

Il三けeがど〝）ようなl料焼を求めているかということにノーに／ういて、／卜腔教プチがうまくいくよ   

うに制度を見直すべき。  

Oclうrl、、OSCド甘の医乍教府にどれだけのものを求めるか、その上に臨昧研修をのせ   

る必要がある。  

OCI㌢T、OSCl∴ 卒業試験、‥三†家．試験を急速にj心l’り‾ことは難しいので、現状の・いで   

初期研修をどうするかということを考えざるをえない〔ノ  

○後期研修では、総合】クミを合めた朝Iりlンミをバランス良く養成する必要がある。  

○外科的手抜、小肛科も救急の申でやれる。粁榊科やJ働11；人科の経験は勅1ii実習でもでき   

るのではないか。  

○臨沫研修は、いかに良き臨珠医を肯てるか、いかに後期研修に辿結させるかだが、後期   

につながっていないのが・番のl冊数  

○卒前と臨沫実習と／巨腔教育を見越した、仝休的な医ノ、；ご：／巨腔教子＝こ、ソニ脚した制度の見直し   

を根本的に図ることが必要。  

○人ノ、首の共川試験の合格水準を標準化するという表現は文章をルーズしないと硬すぎる。  

○地域仲については、‥小1人やl劫会からも増やすようお願いしており、地域に定着するノノ   

法を将来的に見込んでいる制度であり、続けて欲しい。  

○卒前卒後〝）教育で救急の研修をきちんとやることが窮要であり、人に対するお金などき   

ちんとした手、11をすることが航要。  
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臨床研修制度のあり方等に関する検討会  

構成員   

飯沼 雅朗  

大熊 由紀子  

小川 彰   

○小川 秀興  

嘉山 孝正  

斉藤 英彦   

◎高久 史麿  

辻本 好子  

永井 雅巳  

西澤 寛俊  

能勢 隆之  

福井 次夫  

武藤 徹一郎  

矢崎 義雄  

吉村 博邦  

蒲郡深志病院長、社団法人日本医師会常任理事  

国際医療福祉大学大学院教授   

岩手医科大学学長   

学校法人順天堂理事長   

山形大学医学部長   

名古屋セントラル病院長   

自治医科大学学長   

NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長   

徳島県立中央病院長   

特別医療法人恵和会西岡病院理事長   

鳥取大学学長   

聖路加国際病院長   

財団法人癌研究会理事、名誉院長   

独立行政法人国立病院機構理事長   

学校法人北里研究所理事、  

社団法人地域医療振興協会顧問   

◎は座長、○は座長代理  
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臨床研修制度のあり方等に関する検討会  
検討経過  

第1回（9月8日）   

○フリートーキング  

第2回（10月16日）   

○ヒアリング  

・今井 浩三  

・富田 勝郎  

・河野 茂  

第3回（11月18日）   

○ヒアリング  

（札幌医科大学長）  

（金沢大学病院長）  

（長崎大学医学部長）  

・下候 文武  （新潟大学長）  

・福田 康一郎（共用試験実施評価機構副理事長）  

・平出 敦   （京都大学医学教育推進センター教授）   

○臨床研修に関するアンケート調査速報状況報告  

第4回（12月17日）   

○ヒアリング  

・小川 克弘  （むつ総合病院長）  

・木下 佳子  （NT′r東日本関東病院副看護部長）   

○臨床研修に関するアンケート調査中間結果報告   

○論点の整理と検討の方向性について（たたき台）  

第5回（2月2日）   

○臨床研修に関するアンケート調査最終結果報告   

○関係団体からの意見報告   

○意見の取りまとめに向けた議論（まとめの骨子）  

第6回（2月18日）   
○意見の取りまとめ（意見のとりまとめ案）  
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